
資料２

今後の治水対策のあり方について 中間とりまとめ（案）
に関する意見募集等の結果について

１．意見募集等の概要
（１）意見募集対象

・今後の治水対策のあり方について 中間とりまとめ（案）
（２）募集期間

・平成 22 年 7 月 16 日～ 8 月 15 日
（３）意見の提出方法

・郵送、ＦＡＸ、電子メール

なお、意見募集と並行して都道府県、地方整備局等、水資源機構に意見照会を実施。

２．結果の概要
（１）意見提出者

・意見募集（一般） ：402（個人 314、団体 88）
・意見照会 ： 58 機関

（２）のべ意見
・2,885 件

（３）頂いた御意見の概要と頂いた御意見に対する考え方
・次ページ以降



章 番号
全般

全 1 中間とりまとめ（案）で⽰された個別ダムの検証に関する記述は抜
本的に修正すべき。
・「できるだけダムにたよらない治⽔」という観点から、ダム検証
の仕組みを抜本的に修正すべき
・事業主体がダム建設を推進する構造を変えるべき
・これまで事業を追認してきた従来の再評価の仕組みを検証に当て
はめるべきではない

今回の個別ダムの検証は、従来のダムの代替案検討においてよく⽤
いられてきた河川を中⼼とした対策に加えて流域を中⼼とした対策
を含めて幅広い治⽔対策案を検討し、様々な評価軸による評価を⾏
うなど、これまでと異なる⼿順や⼿法で、予断を持たずに検証を進
めることとしています。

全 2 中間とりまとめ（案）で⽰された個別ダムの検証に関する記述は妥
当である。
・幅広い治⽔対策⼿法と評価軸が⽰され、河川や流域の特性に応じ
評価するとともに、地域間の利害の衡平性、透明性等に配慮した考
え⽅が⽰されている
・先⼊観や画⼀的な⾒⽅を排除している
・わかりやすく、説得⼒があり、重要な論点はほとんどカバーされ
ている

同上

全 3 検証対象ダムは、継続すべき。
・地元同意が得られ事業が進んでいるダムは早期に完成させるべき
・ダム事業に関わる全ての⽅々が合意し進めてきた経緯を重視すべ
き
・補償基準に合意した事業は継続すべき

個別のダム事業は予断を持たずに検証を進めることとしています。

全 4 検証対象ダムは、中⽌すべき。
・環境に⼤きな影響を及ぼすダムは中⽌すべき
・治⽔上の効果が極めて⼩さいダムは中⽌すべき
・流⽔の正常な機能の維持を主⽬的に掲げているダムは中⽌すべき

同上

頂いた御意⾒の概要 頂いた御意⾒に対する考え⽅意⾒番号
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章 番号 頂いた御意⾒の概要 頂いた御意⾒に対する考え⽅意⾒番号

全 5 今回のダム検証の⽅法では、これまでの再評価と同じ結果になるの
ではないか。

今回の個別ダムの検証は、意⾒番号（全－１）で述べたとおり、こ
れまでとは異なる⼿順や⼿法で、予断を持たずに検証を進めること
としており、結果がこれまでと同⼀になるとは限らない場合がある
と考えています。

全 6 検証を早期に終了させるべき。
・⽔没予定地の住⺠の⽣活再建に⼤きく影響を与える
・検証により事業が遅延している間の災害の発⽣が懸念される
・早く結論を出さなければ、時間とともに検証費⽤の無駄が⼤きく
なる
・⽔道の給⽔が遅れ、地域住⺠の暮らしに影響を及ぼすおそれがあ
る

検証に係る検討に当たっては、河川や流域の特性に応じ、効率的か
つ適切に進めることが重要であると考えています。

全 7 検証を早期に終了させるべきではない。
・代替案の検討には、関係者との調整を含め、⼗分な時間を確保す
ることが必要である

同上

全 8 検討スケジュールを⼀律に⽰すべき。
・検討結果の報告期限を⽰すべき
・標準的な検討スケジュールを⽰すべき
・⼀⻫に対応⽅針（案）の決定ができるようなスケジュールを⽰す
べき

今回の個別ダムの検証は、別添資料１に⽰す８３事業（８４施設）
で⾏いますが、これらの事業は、流域の規模、ダムの規模、関係地
⽅公共団体の数、事業の段階等が様々であり、これらの要因によっ
て検証に係る検討に要する時間も⼤きく変わることから、⼀律に期
限やスケジュールを設定することは適当でないと考えています。

全 9 個別ダム毎に、検討主体は、検討スケジュールを⽰すべき。
・流域住⺠にとって不安定な状態が⻑く続くことは許されない
・直接的な影響を⻑期間受ける⽔没予定地の住⺠に配慮すべき
・事業執⾏の停滞を最⼩限とすべき
・⽬標時期を明確にして検討すべき

個別ダムの検討スケジュールを提⽰するか否かについては、ダムや
流域の実情等に応じて検討主体が適切に対応すべきと考えていま
す。
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章 番号 頂いた御意⾒の概要 頂いた御意⾒に対する考え⽅意⾒番号

全 10 検証に係る検討に当たっては、関係地⽅公共団体の意⾒を尊重すべ
き。

今回の個別ダムの検証に当たっては、「関係地⽅公共団体からなる
検討の場」を設置し、検証に係る検討についての認識を深めていた
だくとともに、関係地⽅公共団体の⻑の意⾒を聴くこととしていま
す。

全 11 検証に係る検討に当たっては、関係住⺠の意⾒を尊重すべき。 検証に係る検討に当たっては、透明性の確保を図り、地域の意向を
⼗分に反映するための措置を取ることが重要と考えています。検討
過程においては、主要な段階でパブリックコメントを⾏い、広く意
⾒を募集すること、関係住⺠の意⾒を聴くこととしています。

全 12 以下のようなことに配慮して記述すべき。
・⽔没予定地の住⺠の⽣活再建、地域振興を重視すること
・⽤地補償基準の妥結を重視すること
・河川環境の整備と保全の観点
・⾃然環境への影響の観点
・ダム以外の代替案による新たな⾃然破壊とダムの環境への影響緩
和措置の観点

今回の個別ダムの検証に当たっては、第7章評価軸において、実現
性、持続性、柔軟性、地域社会への影響、環境への影響等の評価軸
で評価することとしています。

全 13 中間とりまとめ（案）は、⽂章の量が多く、内容を把握しづらい。 中間とりまとめ（案）においては、今後の治⽔対策の⽅向性、個別
ダム検証の理念、個別ダムの検証の⼿順や⼿法について必要な内容
をわかりやすく記述するよう努めてきたところです。

全 14 「今後の治⽔理念」について、中間とりまとめで⽰すべき。 今後の治⽔理念については、引き続き検討を進めることとしていま
す。
なお、今後の治⽔対策の⽅向性については、第１章で記載していま
す。

全 15 有識者会議の位置付け等を明確にすべき。 有識者会議は、法に基づき設置される審議会等ではなく、⾏政運営
上の参考に資するため国⼟交通⼤⾂が委員を委嘱した上で、委員の
参集を求め会議を開催しているものと承知しています。
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章 番号 頂いた御意⾒の概要 頂いた御意⾒に対する考え⽅意⾒番号

全 16 有識者会議がとりまとめる「中間とりまとめ」の位置付け等を明確
にすべき。
・有識者会議がとりまとめたものにどのような効⼒があるのか

「中間とりまとめ」は有識者会議で検討した内容をとりまとめたも
のであり、国⼟交通⼤⾂に提出する予定です。その後、個別ダムの
検証については、再評価実施要領細⽬の策定、個別ダム検証に係る
検討の指⽰・要請が国⼟交通省から⾏われること等により進められ
ることとなると承知しています。

全 17 検証を進める上で、関係省庁との調整をどのように⾏っていくのか
⽰すべき。
・現⾏制度で実施することが難しい⽅策もあると考えられる

関係省庁には、必要に応じて、国⼟交通省から実務的に情報が提供
されるものと承知しています。
なお、現⾏法制度で対応可能か等については、第７章の評価軸とし
て評価することとしています。

全 18 以下のような措置を講じた上で、検証を開始すべき。
・⾬⽔貯留施設、⾬⽔浸透施設の設置の促進のための法律の制定、
制度の創設
・宅地のかさ上げ、ピロティ建築促進のための法律の制定、制度の
創設
・遊⽔地の継続的な補償制度の創設
・河川法に替わって治⽔対策を流域全体で⾏う法律の制定
・⽔に関する⾏政制度の⼀元化
・ダム開発がなくとも取⽔可能な取⽔制度の創設
・技術が確⽴されていない⽅策に関する技術開発
・ダム事業に関する新たな予算制度の創設

今回の個別ダムの検証は、本中間とりまとめを受けて速やかに国⼟
交通⼤⾂が検証に係る検討の指⽰⼜は要請を検討主体に対して⾏う
ものと承知しています。
なお、現⾏法制度で対応可能か、必要な技術が確⽴されているか等
については、第７章の評価軸として評価することとしています。

全 19 現⾏法制度のもとで速やかに検証を⾏うべき。
・検証に当たって新たな法律の制定や制度の創設を⾏う場合、それ
らの検討に⻑期間を要することとなる

同上

全 20 検証に係る検討の費⽤の負担をする者を⽰すべき。 今回の検証においては、従来の再評価と同様に、検討主体が検討を
実施するために要する費⽤については、検討主体が負担することに
なると考えています。
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章 番号 頂いた御意⾒の概要 頂いた御意⾒に対する考え⽅意⾒番号

全 21 対策案の⽴案や評価に当たっての⼿法等について、より具体的に⽰
すべき。

本中間とりまとめは、個別ダムの検証を進めるに当たっての⼿順や
⼿法をお⽰ししていますが、具体的な検討の際には、河川や流域の
特性に応じ、各検討主体が有する技術的知⾒を⽤いて適切に検討を
⾏うことが重要であると考えています。
なお、検討の⼿順や⼿法に関して、検討主体で検討が進められてい
く過程で出てくる様々な疑問に対して、対応していく体制を整える
ことが必要であると考えています。

全 22 「できる限り」や「必要に応じ」等の記述について、どの程度まで
のことを想定しているのかを⽰すべき。

「できる限り」や「必要に応じ」等については、利⽤できるデータ
の制約や想定される影響の程度が河川や流域によって異なるため、
⼀律にお⽰しすることはできませんが、河川や流域の特性に応じ、
検討していくことが重要であると考えています。
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章 番号 頂いた御意⾒の概要 頂いた御意⾒に対する考え⽅意⾒番号

はじめに

は 1 「できるだけダムにたよらない治⽔」の「できるだけ」は何を意味
するのか⽰すべき。

⼈⼝減少、少⼦⾼齢化、莫⼤な財政⾚字という現状を踏まえ、税⾦
の使い道を⼤きく変えていかなければならないという認識のもと、
「できるだけダムにたよらない治⽔」への政策転換を進めるとの考
えに基づき、今後の治⽔対策について検討を⾏うこととなったと承
知しています。ダムをことごとく否定しているのではなく、検証の
結果、ダム事業を継続する場合もあり得ると承知しています。ま
た、既設のダムを有効に活⽤することは重要であると考えていま
す。

は 2 「できるだけダムにたよらない」の前提は不適当である。
・予断を持たずに検証を⾏うべき

個別のダム事業は予断を持たずに検証を進めることとしています。

は 3 「できるだけダムにたよらない」の前提は妥当である。
・「ダムによらない治⽔」を強⼒に進め、ダムを中⽌すべき

同上

は 4 「できるだけダムにたよらない」の背景は、⽣態系が保全された川
を残すためではないのか。
・「できるだけダムにたよらない」と財政⾚字等とは全く別である

ダム事業の環境に与える影響やこれまでのダム事業の中⽌について
は、はじめにの第２段落に記述しています。
なお、今回の個別ダム検証は、厳しい財政事情等を背景としている
ものと承知しています。
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章 番号 頂いた御意⾒の概要 頂いた御意⾒に対する考え⽅意⾒番号

は 5 はじめにの第３段落に以下の趣旨を反映すべき。
・国⺠の⽣命財産の救済を最優先すること
・ダムにたよらない治⽔が経済的に優位に⽴つことを⽰すこと
・既存の治⽔・利⽔ダムの効果を正しく評価すること
・河川整備計画のレベルでダムよりコストの低い代替案がないか検
討すること
・安全性とコストの調和を図ることを⽬指すこと
・絶対的には必要でないにもかかわらずダムをつくり続けてきたこ
と
・ダムがもたらしてきた環境破壊の影響が⼤きいこと

はじめにの第３段落は、検証に⾄った背景について記述していると
ころであり、これを踏まえ修⽂することとします。

は 6 ダム事業には、新規利⽔等の⽬的もあるにもかかわらず最終段落に
おいて、治⽔対策に限定して記述されている。

御意⾒を踏まえて修⽂します。

は 7 委員の構成を⽰すべき。
・「委員以外からのヒアリング」を⾏った者の⽒名も明らかにすべ
き
・とりまとめ作業を⾏った経緯、メンバーを明らかにすべき

御意⾒を踏まえて記述を追加します。また、座⻑が関係委員から話
を聞くなど、随時、打合せを⾏いつつ、有識者会議で討議を⾏い、
「中間とりまとめ」をまとめてまいりました。
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章 番号 頂いた御意⾒の概要 頂いた御意⾒に対する考え⽅意⾒番号

第１章 今後の治水対策の方向性

1 1 検証の結果ダムが中⽌された場合、河川整備計画との変更等に多く
の時間や費⽤を要するのではないか。

検証の結果によっては、河川法第16条の２に規定する河川整備計画
の変更、特定多⽬的ダム法第４条に規定する基本計画の廃⽌等を⾏
う可能性があり、これらの⼿続きを円滑に進めることが重要である
ため、個別ダムの検証に係る検討に当たっては、これらの法令に準
じ、関係者の意⾒聴取等の⼿続きを組み込んで進めることとしてい
ます。

1 2 １．２の第４段落に「⽤地補償基準妥結」の前に事業継続が妥当か
どうかを検討することが重要とあるが、検証後は、今後この時期に
個別ダムの検討を⾏うことはないのではないか。

第１章は、今回のダム事業の検証に関することではなく、今後の治
⽔対策のあり⽅について⼀般的に記述しています。

1 3 １．３ 計画上の整備⽔準を上回る洪⽔への対応のあり⽅に、計画
上の整備⽔準だけでなく、現状の整備⽔準を上回る洪⽔への対応も
含まれることを加えるべき。

１．３で述べた対応については、現状の整備⽔準を上回る洪⽔への
対応にも有効である旨を１．３の最後に記述しています。

1 4 「ハードの対策」に（構造物的対策）、「ソフト施策」に（⾮構造
物的施策）の説明を加えるべき。

ソフト施策には構造物的な対策（例えば、レーダ観測所の整備）も
あると考えています。

1 5 １．１ 財政逼迫等の社会情勢の変化の第４段落の「災害に強く、
環境に配慮した地域の再⽣」は、
「災害に強く、環境に配慮した流域全体の調和ある発展」に修⽂す
べき。

御意⾒を踏まえて修⽂します。

1 6 １．２ 治⽔⽬標と河川整備の進め⽅の第１段落の「治⽔安全度に
関する指標を住⺠にわかりやすく提⽰することが重要」は、
「治⽔安全度に関する指標を住⺠にわかりやすく提⽰し、その意義
について理解を得ることが重要」と修⽂すべき。

御意⾒を踏まえて修⽂します。
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章 番号 頂いた御意⾒の概要 頂いた御意⾒に対する考え⽅意⾒番号

1 7 １．２ 治⽔⽬標と河川整備の進め⽅の第３段落の「事業評価の中
で概ね５年ごと〜」は、以下のように修⽂すべき。
・直轄事業に合わせて「３年ごと」とすべき
・⽇々の災害に迅速に対応するため「毎年」⾏うべき

御意⾒を踏まえて修⽂します。

1 8 １．２ 治⽔⽬標と河川整備の進め⽅の第４段落の「｢⽤地補償基
準妥結｣の前に」は、以下のように修⽂すべき。
・もっと早い段階で判断すべき
・ダム事業の計画段階とすべき
・予備調査から実施計画調査に⼊った段階にすべき
・実施計画調査段階に判断すべき
・実施計画調査から建設段階に移⾏する前（遅くとも⽤地補償に係
る地元説明に⼊る前）とすべき
・実施計画調査の段階から建設段階に移⾏する時点とすべき
・「建設事業着⼿」前、または、「基本計画告⽰」前とすべき
・各進捗段階（例えば予備調、実調、建設）で実施すべき

当該箇所は⽤地補償基準妥結の直前という趣旨ではありません。御
意⾒を踏まえて修⽂します。

1 9 １．３ 計画上の整備⽔準を上回る洪⽔への対応のあり⽅に、
「⾏政側の⾏動として⼈的被害を軽減するためにソフト対策とし
て、⾼齢者等にも分かり易い、住⺠⽬線にたった情報提供の内容及
び⽅法について、より⼀層充実する」を加えるべき。

御意⾒を踏まえて修⽂します。

1 10 １．４ 流域と⼀体となった治⽔対策のあり⽅の第３段落の「⾃⼰
完結的に洪⽔を〜」は、
「下流への負担を軽減するべく洪⽔を」と修⽂すべき。

御意⾒を踏まえて修⽂します。
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章 番号 頂いた御意⾒の概要 頂いた御意⾒に対する考え⽅意⾒番号

1 11 １．４ 流域と⼀体となった治⽔対策のあり⽅の第２段落の「この
ような急激な都市化に⽔害対策が追い付かないことで⽣じた」は、
「⽔害や⽔環境に配慮しないまま急激に進⾏した都市化によって⽣
じた」と修⽂すべき。
・都市計画部局や地⽅⾃治体の責任も⼤きい

御意⾒を踏まえて修⽂します。

1 12 森林が⼤洪⽔の時に顕著な効果を期待できないのは何故か。 御意⾒を踏まえて記述を追加します。
1 13 森林により河川流量がかえって減少する場合があるのは何故か。 御意⾒を踏まえて記述を追加します。
1 14 第１章において、河道のあり⽅の記述がないため、記述を追加すべ

き。
・治⽔と環境が調和し、維持管理を持続することが可能な断⾯形と
することが重要
・⾃然河川を考慮して、⼟砂移動の健全化等に配慮していくことが
重要
・河道貯留機能を考慮した河道を検討していくことが重要

御意⾒を踏まえて修⽂します。

1 15 以下の趣旨を反映すべき。 頂いた御意⾒に関しては、必要に応じ、今後の参考とさせていただ
・将来に備えて⽇本の灌漑⽤⽔量を確保することが重要 きます。
・社会的にも経済的にもダムの効果に多様な意⾒が⽣じていること
を重視すべき
・財政逼迫下でも維持管理の費⽤をどのように確保するかが重要
・近年の局地的な⼤⾬等による災害が増加していることを重視すべ
き
・社会経済的な変化や予想を超える⾃然現象が⽣じていることを重
視すべき
・予算を削減すれば治⽔対策が進捗していかないことが課題
・最⼤の効果をあげることを原則とすることが重要
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章 番号 頂いた御意⾒の概要 頂いた御意⾒に対する考え⽅意⾒番号

1 15 ・危機管理上、⽣活様式やコミュニティ社会の変化にどう対応でき
るかが課題
・これまで真に必要で効率的とされた考え⽅とどのように違いを出
せるかが課題
・地球温暖化対応として⽔⼒発電の維持・拡⼤が重要
・近年の国際事情や地球規模の気候変動が我が国に与える影響を重
視すべき
・開発志向の発想から、環境を保全する持続可能な国⼟を⽬指すこ
とが重要
・⾃然災害に対する抵抗⼒を流域内のどこで上げるのかが重要
・氾濫地域であることを前提とした川と町⼀体の対策を進めること
が重要
・治⽔等を⾏うに当たっての国の明確な⽅針を決めることが重要
・⻑期にわたる将来の⽇本の安全を担保することを⽬指することが
重要
・「今後の治⽔」の⾏政責任範囲を明確にすることが重要
・河川の安全度は全国で⼀律になるまで整備することが重要
・ダム事業は、下流地域の治⽔・利⽔の受益者のための事業である
ことを⽰することが重要
・⾼齢化に対する良質・確実な治⽔対策が重要
・⽣態系の中で河川はどうあるべきかについて基本的な思想を⽰す
ことが重要
・流域から海域の⽣物多様性についての認識を⽰すことが重要
・技術開発と基盤整備を重視すべき
・将来⼿戻りとなりトータルコストが⼤きくならないよう、河川整
備基本⽅針も⽬標とすることが重要
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章 番号 頂いた御意⾒の概要 頂いた御意⾒に対する考え⽅意⾒番号

1 15 ・過⼤な基本⾼⽔をどのように評価できるのかが課題
・河川整備基本⽅針において基本⾼⽔をどのように設定できるのか
が課題
・気候変動により治⽔安全度が低下するリスクを考慮する観点が重
要
・計画段階から当事者の意⾒を⼗分反映させることが重要
・計画段階以降の第三者の意⾒は不要ではないか
・意⾒を聴く第三者として、学識経験を有する者や地⽅公共団体な
どを重視すべき
・意⾒を聴く第三者として、地元の住⺠を重視すべき
・事業継続の妥当性をどのような観点から判断すべきかが課題
・環境の改変に伴う農林漁業や⾃然環境への影響を重視すべき
・社会の環境に対する意識変化が遅れていることが課題
・ダム事業が遅れる理由を、河川計画や法律等で検証することが重
要
・まずは洪⽔予測精度の⾼度化を急ぐことが重要
・地域別の計画⾼⽔流量等の設定をどのように⾏うかが課題
・計画を上回る洪⽔の観点の記述は⾼く評価できる
・堤防の⾼さより低い橋梁等の横断部の対策が重要
・ハザードマップの普及のため、電柱に浸⽔⾼さを表⽰するような
⼯夫が有効
・決壊しない、決壊しづらい堤防整備の推進が重要
・洪⽔時の限られた時間内では、余裕⾼で洪⽔を処理できるように
することが重要
・粘り強い構造の堤防の技術開発に集中するよりも、治⽔対策の進
捗が重要
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章 番号 頂いた御意⾒の概要 頂いた御意⾒に対する考え⽅意⾒番号

1 15 ・粘り強い構造の堤防は課題が多いため実現性を検討することが重
要
・整備⽔準を下げ、ソフト施策による地域の負担の増加は納得され
るかが課題
・携帯電話への降⽔量等のリアルタイムの情報提供が有効
・欧⽶等と⽐較したわが国の治⽔整備状況の広報が重要
・治⽔対策は流域全体で取り組む必要があることを重視すべき
・⾼齢化社会こそ「公助」が必要であり、重視すべき
・災害危険区域の指定とともにコンパクトシティ形成を進めること
が有効
・都市集中を変え、⼈⼝集中地区からの⼈⼝の分散政策をとること
が重要
・洪⽔危険地域から安全地帯への⼈⼝移動政策を実施することが重
要
・堤防は、計画⾼⽔位以下の⽔位でも浸透や侵⾷等により破堤する
ことを重視すべき
・粘り強い構造の堤防は技術開発を促進し、早急に整備することが
重要
・住⺠の⾃発的な危機意識と災害への備えの形成が重要
・施設整備を河川整備基本⽅針レベルまで早急に上げることが重要
・住⺠に対し、危機管理対応について積極的に普及･啓発すること
が重要
・ソフト施策ではなくハードの対策を重視すべき
・⾃然の法則に基づく治⽔をどのように展開していくかが課題
・従来の総合的な治⽔対策と何を変えるかが重要
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章 番号 頂いた御意⾒の概要 頂いた御意⾒に対する考え⽅意⾒番号

1 15 ・上中下流域それぞれで実現性を重視し総合的に必要な事業を検討
することが重要
・都市部においては地下河川や地下遊⽔池を含む河川整備を推進す
ることが有効
・道路の透⽔性・排⽔性舗装への転換を促進することが重要
・貯留・浸透事業の補助・助成制度、普及のための広報の⼀層の充
実が重要
・貯留・浸透事業の新規事業の創設が有効
・新しい治⽔技術の開発を⽬的とした新規事業の⽴ち上げが有効
・⺠間から広く技術を求めるための予算の確保が重要
・国⺠から常時テーマを募集し、定期的にヒアリングの機会を作る
ことが有効
・下⽔道（⾬⽔）事業と河川事業との連携が重要
・内⽔地域ではダムにたよらず⾃⼰完結的な洪⽔処理をどこまでで
きるかが課題
・流域と⼀体となった治⽔対策は実効性のある点で有益であり評価
できる
・⽔害保険ではなくハードの対策を重視すべき
・流域対策が抑制できる流出増は、どこまで対応できるかが課題
・流域対策は都市化への対策以外にどこまで対応できるかが課題
・ゼロメートル地帯において、宅地のかさ上げ等をどこまでできる
かが課題
・環境保全と両⽴する治⽔対策として氾濫原の⾃然再⽣を重視すべ
き
・⾃然環境保護を基本に、森林・農地・河川が⼀体の治⽔計画が重
要

14 / 82 ページ



章 番号 頂いた御意⾒の概要 頂いた御意⾒に対する考え⽅意⾒番号

1 15 ・⼟地利⽤規制、宅地かさ上げ、⼆線堤の設置等の実効性をどこま
で上げることができるかが課題
・霞堤や輪中堤は、⽅策が根付いている地域以外にどこまで対応で
きるかが課題
・今後も開発⾏為の進⾏に伴う治⽔⽬標の向上にどこまで対応でき
るかが課題
・氾濫ありきの治⽔対策は政策として改めて⺠意を問うことが重要
・災害ポテンシャルの増⼤につながりかねない⽅策は回避すること
が重要
・農地整備、⼭間部の整備等により河川の負担が増加していること
を重視すべき
・既設ダムの負担が増加し⾮常に危険な状況を⽣み出すおそれがあ
ることが課題
・ダム湖の周囲に構築した脱⽔性ブロックにダムの堆積物を投⼊す
るヘドロ対策が有効
・ダム堆砂対策の有効性、緊急性を重視すべき
・技術開発を推進し、維持管理費⽤も、理にかなった縮減が重要
・河川の定期的な浚渫等が不可⽋であることを重視すべき
・⾼⽔敷の利⽤施設の再整理を⾏い掘削することが有効
・近年の異常気象を踏まえて各種設計基準の⾒直しを早急に⾏うこ
とが重要
・治⼭、治⽔に関する幅広い専⾨家の養成が重要
・⽇常的あるいは緊急的な⽬視点検等を⽀援する監視技術の開発が
重要
・川守のような点検能⼒や経験に⻑けた⼈材の活⽤が重要
・既設施設の評価を⾏っておくことは重要
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章 番号 頂いた御意⾒の概要 頂いた御意⾒に対する考え⽅意⾒番号

1 15 ・既設のダムの維持管理費⽤は縮減すべきではないことを広く周知
することが重要
・管理実績を踏まえたダム機能改善のための詳細な検討が重要
・これまでダム機能改善と相互連携を図る努⼒がされてきたことを
重視すべき
・既設ダムに関して、撤去も含めてどのように議論を深めることが
できるかが課題
・ダムの影響として⾃然被害、⽔質汚濁、誘発地震、堆砂、バック
ウォーター、河床洗堀等が課題
・ダムによる対策は、ある降⾬・地域条件で効果が限定的となる場
合があることが課題
・ダム放流は甚⼤な被害を流域住⺠にもたらすと考えられているこ
とが課題
・ダムがもたらす社会と環境への悪影響を重視すべき
・過去に受けた災害の原因を流域住⺠がどのように認識するかが課
題
・ダムが治⽔上有効な流域もあることを重視すべき
・ダムを⽋いた場合に、流域全体の治⽔安全性を損なう場合もある
ことを重視すべき
・洪⽔調節施設は下流への洪⽔到達時間を遅らせることを重視すべ
き
・洪⽔調節施設は住⺠を安全かつ円滑に避難させる時間が確保でき
ることを重視すべき
・ダムにより効率的・集中的な投資が可能となることを重視すべき
・多⽬的ダムとしての利⽤は効果的であることを重視すべき
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章 番号 頂いた御意⾒の概要 頂いた御意⾒に対する考え⽅意⾒番号

第２章 個別ダム検証の理念

2 1 表題は「治⽔事業検証の理念」とすべき。
・ダムにたよらないことを前提にダムの検証を⾏うのは不適当であ
る

個別のダム事業は予断を持たずに検証を進めることとしています。

2 2 ２．１ 検証の背景の第２段落に以下のような記述を加えるべき。
・ダムが多⽬的化し、利害関係者の調整に時間を要したこと
・予算縮減のため⼗分な調査ができないこと
・環境問題として、⽔質の悪化、⽣物の種の減少、森林の喪失、周
辺地盤の変化等の具体例

ダムに関して様々な課題があったと考えていますが、網羅的に記述
すると⽂章の量が極めて多くなることから、本段落についてはこれ
らを簡潔に記述しています。

2 3 ２．１ 検証の背景の第３段落は、「厳しい財政事情等を背景に政
策転換を進めるとの考えに基づく公共事業については」とすべき。

当該箇所は検証に⾄った背景を正確に記述しています。

2 4 ２．１ 検証の背景の第３段落に以下の趣旨を反映すべき。
・⼈⼼を乱し、⾃然環境を破壊するダム建設はやめて、他に代わる
⽅法を検討すること
・絶対的には必要でないにもかかわらずダムがつくられてきたこと
・計画から１０年経過しても本体着⼿できないダム等は建設中⽌す
ること
・既着⼿の事業についてはこれまでの経緯を⼗分に踏まえること
・ダムの事業の継続の是⾮についてもう⼀度⾒極めること
・財政破綻論を⼀⽅的な数字ではなく多⾓的な数字で論じること

２．１の第３段落は、検証に⾄った背景について記述しているとこ
ろであり、これを踏まえ修⽂することとします。

2 5 建設事業の途中においても、常に適切な評価を⾏い、事業継続の妥
当性を検証すべき。

今後の事業評価については、定期的に⾏い、必要に応じて事業に関
する計画の修正を検討することが重要としており、その旨は、第１
章１．２で記載しています。
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章 番号 頂いた御意⾒の概要 頂いた御意⾒に対する考え⽅意⾒番号

2 6 ２．１ 検証の背景の第１段落の「精⼒的に進められてきた河川改
修とダム建設を主体とする治⽔・利⽔対策」は、
「河川改修とダム建設とを」と修⽂すべき。
・「河川改修とダム建設」とが治⽔・利⽔対策の主体であったとい
うことなのか、ダム建設が治⽔・利⽔対策の主体であったのかが紛
らわしい表現となっているため

御意⾒を踏まえて修⽂します。

2 7 ２．１ 検証の背景の第２段落の「⼀⽅で、狭い国⼟に次々とダム
が建設された結果、」は
「⼀⽅で、狭い国⼟に⾼度な⼟地利⽤が進展したことによる社会的
制約や次々とダムが建設されたことなどにより、」
と修⽂すべき。
・⼟地利⽤が⾼度に進んだことなど、ダム建設のみを原因とするの
は不正確

御意⾒を踏まえて修⽂します。

2 8 今回の検証のどこが従来と違うのかを⽰すべき。 意⾒番号（全－１）で述べたとおり、これまでとは異なる⼿順や⼿
法で検証を進めることとしています。

2 9 第３章以降で記載されている以下の内容を、２．２基本的な考え⽅
にも記述すべき。
・（３）に河川整備計画が策定されていない⽔系の扱い
・（１０）に科学的合理性、透明性の確保の具体的記述
・対応⽅針に事業を変更する場合の追記

第２章２．２は、検証に当たっての基本的な考え⽅を記述している
ところであり、御意⾒については、第３章以降に具体的に記述して
います。

2 10 ２．２ 検証に当たっての基本的な考え⽅の（５）「治⽔対策案
は、河川や流域の特性に応じ、検討する。」は、
｢治⽔対策案は、河川や流域の特性（勾配、河⼝の広狭）に応じて
検討する。｣と修⽂すべき。
・河川はそれぞれ状況が異なる

河川や流域の特性には、河床勾配、河⼝の広狭を含めて様々な要素
があるため例⽰していませんが、治⽔対策案の⽴案においては、こ
れらの特性に応じて検討することが重要であり、その旨は第５章で
記載しています。

18 / 82 ページ



章 番号 頂いた御意⾒の概要 頂いた御意⾒に対する考え⽅意⾒番号

2 11 ２．２ 検証に当たっての基本的な考え⽅に、以下のような内容を
加えるべき。
・データやシミュレーションモデルは誰もが利⽤できるものとする
・CommonMPは極めて重要な社会技術ツールとして今後とも発展
させていく

科学的合理性、透明性の確保のためにデータやシミュレーションモ
デルを公開することや今後とも公共性のある社会技術ツールを発展
させていくことは重要であると考えています。
なお、今回の個別ダムの検証においては、できる限り最新のデータ
や技術的知⾒を⽤いて検討を⾏うこととしています。
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第３章 個別ダム検証の進め方

3 1 以下のようなダムは、検証対象に加えるべき。
・本体⼯事の契約を⾏っているなど、現在事業中の全てのダム
・既に完成したダム
・過去に中⽌したダム

検証の対象については、平成22年度に事業が⾏われるダム事業のう
ち、事業の進捗状況、事業の性格等の観点から、本体⼯事に着⼿し
ており仮に検証を⾏っても反映しえないものなど、⼀定の客観的要
件を満たす事業を除いた全てのダム事業を対象としたと承知してい
ます。

3 2 以下のようなダムは、検証対象から除くべき。
・取⽔関連施設が完成しているダム
・⽤地補償基準が妥結されるなど、既に事業が進⾏しているダム
・平野部に⼈⼝や資産が集中している流域のダム

同上

3 3 全国⼀⻫に検証を⾏うことは納得できない。
・個別の事情の変化はあり得るが、全国⼀⻫に⾒直を⾏うのは釈然
としない
・検証を⾏うことが既成事実として進められている

同上
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3 4 検討主体が中⽌の⽅向で検討しているダムは、検証対象から除くべ
き。

社会情勢の変化等により、検討主体⾃らが検証対象ダムを中⽌する
⽅向性で考えている場合には、検証に要する時間、費⽤等を軽減す
る観点から、利⽔者等の関係者との合意形成状況に応じて、中⽌の
⽅向性及びそのような考えに⾄った理由を明らかにした上で、必ず
しも中間とりまとめでお⽰しする⼿順や⼿法に基づく詳細な検討に
よらずとも、従来からの⼿順や⼿法によって検討を⾏うことができ
ると考えています。
なお、そのような対応については、「第３章の３．３から第１０章
の１０．１に⽰す⼿順や⼿法から乖離した検討」には該当しないと
考えています。
その場合、従前と同様に、河川整備計画の作成状況に応じて、次の
ようなことについて明らかにすることが求められることを考慮する
ことが望ましいと考えています。
① 河川整備計画が作成されている場合には、基本的に、当該河川
整備計画において想定している⽬標と同程度の⽬標の達成が当該事
業によらずとも可能であること
② 河川整備計画が未作成である場合⼜は河川整備計画が作成され
ているが今後変更する予定がある場合には、基本的に検証に係る検
討に当たって設定する⽬標と同程度の⽬標が妥当であること及び⽬
標の達成が当該事業によらずとも可能であること

3 5 ３．１ 検証の概要の「ダムに頼らない」は、「ダムにたよらな
い」とすべき。

政策に関する場合は「たよらない」と表記していますが、当該箇所
は⼀般的に記述する箇所であり、「頼らない」と表記しています。

3 6 検証中のダムについては、予算を凍結すべき。
・安全確保に必要な⼯事以外は不要である
・当該ダム事業が中⽌になれば全て不要となる
・環境や景観の破壊を⾷い⽌めることができる

平成２２年度予算では、検証の対象とするダム事業は、⼯事の安全
確保上必要なもののみならず、地元住⺠の⽣活設計等への⽀障も配
慮した上で、現段階を継続する必要最⼩限の予算を計上していると
承知しています。
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3 7 検証中のダムについては、検証中も必要な予算を措置すべき。
・⽔没地の⽣活再建、地域振興は検証とは別ではないか
・既に地元が合意して次の段階に着⼿できる状況になっている

同上

3 8 「国⼟交通省所管公共事業の再評価実施要領」の説明と、それを適
⽤する理由を⽰すべき。

検討主体によって適切に検討が実施され、検証及びその後の⼿続き
が円滑に進められるように、制度上の位置付けを持たせるため、個
別ダムの検証に事業の再評価の枠組みを活⽤することとし、「国⼟
交通省所管公共事業の再評価実施要領」を適⽤することとしていま
す。
なお、国⼟交通省所管公共事業の再評価実施要領は、国⼟交通省が
⾏政機関が⾏う政策の評価に関する法律に基づき⾏っている政策評
価の⼀つである個別公共事業の再評価の具体的な評価の実施⼿順等
を⽰したものと承知しています。

3 9 検証中は、現⾏制度での再評価が必要か⽰すべき。 今回の個別ダムの検証は、国⼟交通省公共事業の再評価実施要領に
基づき、「社会経済情勢の急激な変化により再評価の実施の必要が
⽣じた事業」として、臨時的に⾏う再評価と考えています。検証が
終了するまでの間については、「再評価実施後⼀定期間が経過して
いる事業」等に該当する場合には、従来の再評価実施要領細⽬によ
る再評価を実施することとなると承知しています。
なお、今年度、「再評価実施後⼀定期間が経過している事業」等と
して概算要求までに再評価を⾏う必要があった検証対象ダム事業に
ついては、既に同様の対応を⾏っていると承知しています。

3 10 「再評価実施要領細⽬を新たに定め、その細⽬において本中間とり
まとめで⽰す⼿順や⼿法で実施することを規定する」のは、国が⾏
うことを⽰すべき。

再評価実施要領細⽬の策定は、国⼟交通省所管公共事業の再評価実
施要領の規定に基づき、国⼟交通省の所管部局等（ダムの場合は河
川局）が定めることとされていると承知しています。
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3 11 再評価実施要領細⽬を新たに定める場合、その内容を明らかにし、
地⽅公共団体の意⾒を聴くべき。

再評価実施要領細⽬の策定の⼿続きは国⼟交通省所管公共事業の再
評価実施要領で定められており、国⼟交通省の所管部局等（ダムの
場合は河川局）が定めることとされていると承知しています。
なお、新たに定める再評価実施要領細⽬については、本中間とりま
とめでお⽰しする⼿順や⼿法で実施することを規定することとして
おり、本中間とりまとめの作成に当たっては、各都道府県に意⾒照
会を⾏っています。

3 12 費⽤対効果分析の⽅法を⽰すべき。
・「治⽔経済調査マニュアル（案）」を⽤いるのか

検証対象であるダム事業については、現⾏の河川及びダム事業の再
評価実施要領細⽬において「治⽔経済調査マニュアル（案）」等に
基づき、費⽤対効果分析を実施することとされており、このこと
は、今回新たに定める細⽬においても同様に実施することとされる
ものと考えています。

3 13 検証は、ダム事業者を検討主体とするのではなく、第三者機関で⾏
うべき。
・ダム事業者はダムを推進してきた機関であり、検討主体となるの
は不適当である
・住⺠参加を保証した第三者機関によってしか、客観的・科学的な
検証ができない

地⽅整備局等、⽔機構、都道府県は、ダム事業を⾃ら実施（「直轄
ダム」は国⼟交通⼤⾂が事業を実施するものであるが、その実務の
⼤部分は地⽅整備局等が実施）し、検証に係る検討に必要となる情
報等を保有しており、検討主体となって、責任を持って検討するこ
とが適切であると考えています。
なお、検証に係る検討に当たっては、予断を持たずに検討を⾏うよ
う、本中間とりまとめでお⽰しする⼿順や⼿法で実施するととも
に、情報公開、パブリックコメント、関係住⺠の意⾒聴取等を⾏
い、透明性の確保を図り、地域の意向を⼗分に反映するための措置
を講じることが必要であると考えています。
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3 14 補助ダムは、都道府県知事だけでなく、国⼟交通⼤⾂の下でも検証
し、その結果を公表すべき。

検証に係る検討は検討主体が責任をもって⾏い、その結果を国⼟交
通⼤⾂に報告することとしています。
なお、補助ダムの場合、対応⽅針を決定するのは都道府県であり、
国⼟交通⼤⾂は補助⾦交付等に係る対応⽅針を決定することとして
います。

3 15 「検討結果」と「対応⽅針」の⽤い⽅を精査すべき。
・⽤語の⽤い⽅に不整合があると混乱を招く恐れがある

御意⾒を踏まえて修⽂します。

3 16 ⼤⾂が知事に要請する「検証に係る検討」に「対応⽅針の決定」が
含まれるか明確にすべき。

「検証に係る検討」については、第３章３．１において「本章の
３．３から第１０章の１０．１までで述べる⼿順と⼿法による検
討」と定義しています。「対応⽅針の決定」を⾏うことは第３章
３．５に記述しており、「検証に係る検討」に含まれます。

3 17 ３．４ 情報公開、意⾒聴取等の進め⽅の「検証に係る検討に当
たっては、科学的合理性、…」に「客観的」を加えるべき。

科学的合理性を確保した上で検討を⾏うことにより、客観性が確保
されるものと考えています。

3 18 「関係地⽅公共団体からなる検討の場」は、設置すべきでない。
・関係地⽅公共団体のほとんどはダム推進の⽴場である
・ダム推進を求める意⾒に集約されることは⽬に⾒えている

今回の個別ダムの検証に当たっては、治⽔対策案についてこれまで
の河川を中⼼とした対策に加えて流域を中⼼とした対策を含めて幅
広く検討すること等が重要であると考えています。このような検討
を的確に進めるためには、当該地域の⼟地利⽤や住⺠の安全等につ
いて様々な法令等に基づいて⾏政上の責任を有する関係地⽅公共団
体の⻑と密接な連携を図ることが重要であり、「関係地⽅公共団体
からなる検討の場」を設置することが必要であると考えています。

3 19 「関係地⽅公共団体からなる検討の場」の設置は妥当である。
・関係地⽅公共団体は、地域間の利害や実情を把握している
・関係地⽅公共団体は、地域の安全・安⼼について責任を負う⽴場
にある

同上

24 / 82 ページ



章 番号 頂いた御意⾒の概要 頂いた御意⾒に対する考え⽅意⾒番号

3 20 「関係地⽅公共団体からなる検討の場」でなく以下のような場で検
討すべき。
・ダム推進意⾒とダム批判的意⾒を有する者を半数ずつ含む場
・市⺠を委員とし、河川や治⽔に関⼼を持つNPO、NGOから選任さ
れた委員を必ず含む場

同上

3 21 「関係地⽅公共団体からなる検討の場」へダム反対派の住⺠が参加
することは不適当である。
・検証は、静粛な場において多⾯的・総合的に進められるべきであ
り、ダム反対派の住⺠が参加すると⼤混乱になる

「関係地⽅公共団体からなる検討の場」は、意⾒番号（３－１８）
で述べた趣旨を踏まえ、検討主体と関係地⽅公共団体の⻑で構成さ
れることが基本であると考えています。

3 22 検討主体が、既設の学識経験を有する者等の委員会で検討を⾏って
いる場合、「関係地⽅公共団体からなる検討の場」の設置は必要
か。

今回の個別ダムの検証に当たっては、意⾒番号（３－１８）で述べ
たとおり地⽅公共団体の役割が重要であることから、「関係地⽅公
共団体からなる検討の場」を設置することが必要であると考えてい
ます。
なお、既に設置している委員会がある場合、学識経験を有する者の
意⾒を聴く⽅法として活⽤することは可能であると考えています。

3 23 「関係地⽅公共団体からなる検討の場」の設置については、関係地
⽅公共団体と事前協議すべき。

今回の個別ダムの検証に当たっては、意⾒番号（３－１８）で述べ
たとおり地⽅公共団体の役割が重要であることから、「関係地⽅公
共団体からなる検討の場」を必ず設置することを想定しており、関
係地⽅公共団体に参加していただくよう検討主体から要請されるも
のと考えています。

3 24 「関係地⽅公共団体からなる検討の場」については、関係地⽅公共
団体の役割や検討の進め⽅を事前協議すべき。

意⾒番号（３－１８）で述べた「関係地⽅公共団体からなる検討の
場」を設置する趣旨を踏まえて、地⽅公共団体の役割をご理解いた
だき、参加していただくことが重要であると考えています。また、
「関係地⽅公共団体からなる検討の場」において、検討の進め⽅に
ついても認識を深めていただくことができると考えています。
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3 25 「関係地⽅公共団体」は、どのような者を想定しているのか⽰すべ
き。

「関係地⽅公共団体」とは、基本的には、洪⽔の氾濫想定地域や流
域をその区域に含む地⽅公共団体を想定しています。
なお、必要に応じ、新規利⽔の給⽔区域をその区域に含むなど当該
検証対象ダムの⽬的との関係が深い地⽅公共団体を加えることも考
えられます。

3 26 「関係地⽅公共団体からなる検討の場」については、関係地⽅公共
団体が多い場合等でも、全ての関係地⽅公共団体を対象とすべき。

「関係地⽅公共団体」は、意⾒番号（３－２５）で述べた団体を想
定していますが、関係地⽅公共団体の数が多いなど、全ての関係地
⽅公共団体で構成することが現実的でないような場合は、河川や流
域の特性を踏まえ、必要に応じ代表者を選定するなどの⼯夫をする
こととしています。

3 27 「学識経験を有する者」は、どのような者を想定しているのか⽰す
べき。

「学識経験を有する者」は、河川法第１６条の２（河川整備計画）
の第３項で規定する「学識経験を有する者」を想定しています。
「学識経験を有する者」とは、河川整備計画が対象とする河川に関
し学識経験のある、河川⼯学のみならず、環境、都市計画、利⽔等
の専⾨家等が想定されると承知しています。

3 28 「関係住⺠」は、どのような者を想定しているのか⽰すべき。 「関係住⺠」は、河川法第１６条の２（河川整備計画）の第４項で
規定する「関係住⺠」を想定しています。「関係住⺠」とは、河川
整備計画が対象とする河川と関係のある地域の住⺠であり、計画の
内容によって様々ですが、基本的には、洪⽔の氾濫想定地域や流域
の住⺠が想定されると承知しています。

3 29 パブリックコメントを⾏うことが記載されており、関係住⺠の意⾒
聴取についての記載は必要か。

「関係住⺠の意⾒を聴く」は、河川法第１６条の２（河川整備計
画）の⼿続きに準じて⾏うことを想定して記述しています。また、
それ以外にも検討過程の主要な段階でパブリックコメントを⾏い、
広く意⾒を募集する場合があると考えられることから、別途記述し
ています。
なお、これらのような考え⽅を踏まえ修⽂することとします。
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3 30 地域住⺠に対する説明を⼗分に⾏うことは重要である。 検証に係る検討に当たっては、透明性の確保を図り、地域の意向を
⼗分に反映するための措置を取ることが重要と考えています。検討
過程においては、主要な段階でパブリックコメントを⾏い、広く意
⾒を募集すること、関係住⺠の意⾒を聴くこととしています。

3 31 パブリックコメントや意⾒聴取だけでは、不⼗分である。
・ダム⾒直しを求める住⺠が含まれるかどうかが定かでない
・検証作業に意⾒が反映されることは期待できない

地域の意向を⼗分に反映するための措置を講じることが重要であ
り、パブリックコメントを⾏うこと、関係住⺠の意⾒を聴くことと
しています。
なお、「関係住⺠」は、河川法第１６条の２（河川整備計画）の第
４項で規定する「関係住⺠」を想定しています。「関係住⺠」と
は、河川整備計画が対象とする河川と関係のある地域の住⺠であ
り、計画の内容によって様々ですが、基本的には、洪⽔の氾濫想定
地域や流域の住⺠が想定されると承知しています。

3 32 不特定の者の意⾒は、パブリックコメントで⼗分であり、現案に賛
成である。
・いたずらに不特定の者を検討の場に参加させることは、議論が無
責任となり混乱を招く

同上

3 33 「関係住⺠の意⾒を聴く」について、どのように合意形成、意志決
定等を⾏うのか明確にすべき。
・聴き置かれるだけでは、問題は解決しない

「関係住⺠の意⾒を聴く」等の⽅法については、地域の実情に応じ
て対応されるべきであり、⼀律にお⽰しすることは適当でないと考
えています。

3 34 意⾒聴取は、画⼀的な⽅法によらず、検証主体が柔軟な対応ができ
るようにすべき。
・河川やダムごとに地域の実情や流域の特性が異なる

同上

3 35 淀川⽔系流域委員会をモデルにすべき。
・公開の場で住⺠参加のもと、検証を⾏うことが必要

「学識経験を有する者の意⾒を聴く」等の⽅法については、地域の
実情に応じて対応されるべきであり、⼀律にお⽰しすることは適当
でないと考えています。
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3 36 淀川⽔系流域委員会のような⽅法は不適当である。
・正当な意⾒聴取が⾏われることが必要

同上

3 37 検証に係る検討に当たり、検討主体は、関係⾃治体の議会の意⾒を
聞くべき。

検証に係る検討の段階で検討主体が関係地⽅公共団体の⻑に意⾒を
聴く際に、関係地⽅公共団体の⻑が当該地⽅公共団体の議会に意⾒
を聴くことを妨げるものではないと考えています。

3 38 検証に係る検討に当たり、検討主体は、関係利⽔者だけでなく、関
係利⽔者を所管する関係省庁の意⾒を聴くべき。

利⽔に関係する省庁には、必要に応じて国⼟交通省から実務的に情
報が提供されるものと承知しています。

3 39 検討主体による対応⽅針（案）等の決定に当たっては、第三者機関
による審査が必要である。

検討主体は、事業評価監視委員会の意⾒を聴き、対応⽅針（案）
（補助ダムにおいては「対応⽅針」）を決定することとしていま
す。
なお、再評価実施要領において、事業評価監視委員会は、「学識経
験者等の第三者から構成される委員会」と定義されています。

3 40 検証に係る検討に当たり、検討主体は、関係利⽔者だけでなく、河
川⼯作物所有者等からも意⾒を聴くべき。
・河道掘削案の確実性や実現性の確保には河川⼯作物所有者からの
意⾒聴取が⽋かせない

「関係利⽔者」とは利⽔参画者等を想定しており、利⽔参画者と
は、例えば、特定多⽬的ダム法に基づく多⽬的ダムについては、基
本計画を作成しようとする場合における同法第４条第４項のダム使
⽤権の設定予定者を想定しています。また、関係利⽔者としては、
利⽔参画者のほかに、当該河川の利⽔の観点からの検討の内容に応
じた関係者が考えられます。
なお、例えば第７章では、「実現性」において、その他関係者との
調整の⾒通しについて評価することとしており、河川⼯作物所有者
等も関係者に該当する場合があると考えています。
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3 41 事業評価監視委員会の意⾒聴取は不適当である。
・これまで事業者の対応⽅針を追認してきており、同じような結果
になるはず

今回の個別ダムの検証は、事業の再評価の枠組みを活⽤するため、
国⼟交通省公共事業の再評価実施要領に基づき、事業評価監視委員
会の意⾒を聴くことが必要であると考えています。
なお、今回の個別ダムの検証は、意⾒番号（全－１）で述べたとお
り、これまでとは異なる⼿順や⼿法で、予断を持たずに検証を進め
ることとしており、事業評価監視委員会の意⾒がこれまでと同⼀に
なるとは限らない場合があると考えています。

3 42 近年に再評価を⾏ったダムは、事業評価監視委員会の意⾒聴取は必
要か。
・既に「継続」との結果となっており、同じ内容での審議となる

同上

3 43 事業評価監視委員会へは、結果報告とすべき。
・河川整備計画の策定・変更を⾏った場合には、再評価の⼿続きが
⾏われたものとして位置付けられ、報告することとなっている

意⾒番号（３－４１）で述べたとおり、事業評価監視委員会の意⾒
を聴くことが必要であると考えています。今回の個別ダムの検証に
おいては、検証の結果に応じ、検証後に河川整備計画の変更等の⼿
続きを⾏うことを想定しています。

3 44 既設の学識経験を有する者等の委員会で検討を⾏う場合、事業評価
監視委員会からの意⾒聴取は必要か。

意⾒番号（３－４１）で述べたとおり、事業評価監視委員会の意⾒
を聴くことが必要であると考えています。
なお、既に設置している委員会がある場合、学識経験を有する者の
意⾒を聴く⽅法として活⽤することは可能であると考えています。
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3 45 洪⽔調節、新規利⽔、流⽔の正常な機能の維持等の検討の考え⽅を
整理すべき。
・新規利⽔は、洪⽔調節と同等に評価すべき
・流⽔の正常な機能の維持の扱いを明確にすべき
・「流⽔の正常な機能の維持」は、評価軸の１つではなく、洪⽔調
節、新規利⽔と同様に検討すべき
・導⽔路に関する事業は、各⽬的に応じて検討を⾏うべき
・総合的な評価における利⽔の観点からの検討の取扱を明確にすべ
き
・洪⽔調節、新規利⽔、流⽔の正常な機能の維持を総合的に検討す
べき

御意⾒を踏まえて記述を追加します。

3 46 河川維持流量、不特定容量によってダムの必要性を編み出す考え⽅
は是正すべき。

今回の個別ダムの検証においては、流⽔の正常な機能の維持の観点
からも検討することとしています。
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第４章 検証対象ダム事業等の点検

4 1 総事業費について、近年⾏った再評価で使⽤したものについては、
点検を省略することとすべき。
・検証作業の無駄を無くす

過去の再評価で使⽤したか否かにかかわらず、基本計画の変更等か
ら⻑期間が経過しているダム事業については、今回の個別ダムの検
証において必要に応じ総事業費を詳細に点検すべきであると考えて
います。
なお、総事業費の点検を⾏わない場合は、⾏う必要がない理由を明
⽰することが必要であると考えています。

4 2 総事業費等の点検は、例外なく全ての検証対象ダムで全ての項⽬に
ついて実施すべき。
・「基本計画の作成⼜は変更から⻑期間が経過している」、「必要
に応じ」を削除すべき

例えば、近年、基本計画が変更されており、その段階で事業費の変
更が⾏われたような場合には、それらをもとに検証に係る検討を⾏
うことが考えられます。
なお、総事業費の点検を⾏わない場合は、⾏う必要がない理由を明
⽰することが必要であると考えています。

4 3 事業費等の点検を実施する、しないについて、どのように考えれば
よいか。
・「基本計画等の作成⼜は変更から⻑期間が経過しているダム事業
については、」とされている

例えば、基本計画が変更されており、その段階で事業費の変更が⾏
われ、その後の⽤地、地質等に関する調査結果から⾒て、新たに変
更する⼤きな要因がないと考えられるような場合には、基本計画で
変更した事業費をもとに検証に係る検討を⾏うことが考えられま
す。
なお、総事業費の点検を⾏わない場合は、⾏う必要がない理由を明
⽰することが必要であると考えています。

4 4 検証対象ダム事業等の点検の段階で、本省に報告し、確認すること
とすべき。

検証に係る検討は検討主体が責任をもって⾏い、その結果を国⼟交
通⼤⾂に報告するべきものであり、中間段階での報告は想定してい
ません。検討の⼿順や⼿法に関して、検討主体で検討が進められて
いく過程で出てくる様々な疑問に対して、対応していく体制を整え
ることが必要であると考えています。このような体制を活⽤しつ
つ、できる限り⼿戻りが⽣じないよう適切に点検を⾏うことが重要
であると考えています。
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4 5 検証対象ダム事業等の点検については、関係者に対して、点検に⽤
いた基礎資料を⽰し、詳細かつ合理的に説明すべき。

検証対象ダム事業等の点検に当たって⽤いた基礎資料については、
適切に情報公開を⾏うことが重要であり、関係者に対しても同様で
あると考えています。

4 6 点検に以下のような項⽬を加えるべき。
・事業費の精査

第４章に記述しているとおり、必要に応じ総事業費について詳細に
点検を⾏うこととしています。

4 7 点検に以下のような項⽬を加えるべき。
・新技術の導⼊の可能性

新技術の導⼊の可能性については、必要に応じ総事業費や⼯期を点
検する際に、考慮することが重要であると考えています。

4 8 点検に以下のような項⽬を加えるべき。
・⽔没予定地等との調整の経緯
・過去の洪⽔被害とその原因
・計画時点におけるダムの必要性

今回の個別ダムの検証に当たっては、流域及び河川の概要として特
徴的な治⽔の歴史、現⾏の治⽔計画等を、検証対象ダム事業の概要
として⽬的、経緯等を整理することとしています。

4 9 点検に以下のような項⽬を加えるべき。
・ダム事業採択時及び再評価時の費⽤対効果分析結果

今回の検討は、再評価の枠組みを活⽤して⾏うこととしており、点
検としてではなく、国⼟交通省所管公共事業の再評価実施要領に基
づいて、検証対象ダム事業の費⽤対効果分析を実施することとなる
と承知しています。

4 10 点検に以下のような項⽬を加えるべき。
・検証対象ダムの既往の代替案の検討内容

意⾒番号（全－１）で述べたとおり、治⽔対策案の⽴案に当たって
は、従来のダムの代替案検討にかかわらず、幅広い⽅策を組み合わ
せて検討することとしており、基本的には、既往の代替案の検討内
容の点検を⾏うことは想定していません。

4 11 点検に以下のような項⽬を加えるべき。
・堆砂対策等の維持管理や撤去までの費⽤をコストとして算⼊すべ
き

第４章では建設に要する総事業費を点検することを想定していま
す。
なお、堆砂対策等については、例えば、維持管理段階で堆砂対策を
講じることが適当と考えられるような場合には、第７章評価軸の
「コスト」において維持管理に要する費⽤として評価することがで
きることとなると考えています。
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4 12 点検に以下のような項⽬を加えるべき。
・有効性が疑われるダムの集⽔⾯積の⼤きさ
・ダムの悪影響を考慮した河道内施設のあり⽅についての徹底的な
点検

第４章で述べる点検とは、総事業費、堆砂計画、⼯期や過去の洪⽔
実績など計画の前提となっているデータ等について点検を⾏うこと
としています。
なお、検証対象ダムの効果や影響については、第７章評価軸の「安
全度」、「実現性」、「地域社会への影響」、「環境への影響」に
おいて評価することとしています。

4 13 点検に以下のような項⽬を加えるべき。
・環境への負荷、河川⽣態系の破壊
・地元の信頼を失墜してまでもダムを⾒直す意義

環境や地域への影響については、第７章評価軸の「実現性」、「地
域社会への影響」、「環境への影響」において評価することとして
います。

4 14 点検に以下のような項⽬を加えるべき。
・⽔需要予測

⽔需要予測については、利⽔の観点からの検討の際に、利⽔参画者
に対し、開発量として何m3/sが必要か、また、必要に応じて、⽔
需給計画の点検・確認を⾏うよう要請することとしており、その旨
は、第８章８．１で記載しています。

4 15 点検に以下のような項⽬を加えるべき。
・連絡導⽔路における異常渇⽔時の緊急⽔補給

導⽔路に関する事業等については、必要に応じ、本中間とりまとめ
にお⽰しする趣旨を踏まえて検討を⾏うこととしています。

4 16 点検に以下のような項⽬を加えるべき。
・地球温暖化に伴う気候変化による洪⽔の予測

地球温暖化に伴う気候変化によって⽔害の頻発や深刻化が懸念され
ており、予測の⾼度化を含めて調査研究を推進し、適応策への反映
を検討することは重要な課題であると考えています。
なお、今回の個別ダムの検証においては、できる限り最新のデータ
や技術的知⾒を⽤いて検討を⾏うこととしています。
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4 17 点検に以下のような項⽬を加えるべき。
・地質・地盤の安定性
・治⽔と利⽔の費⽤負担と根拠
・既往最⼤洪⽔
・河川整備計画の⽬標流量
・基本⾼⽔
・河川整備計画
・河川整備基本⽅針
・⽔資源開発基本計画
・違法⾏為⼜は瑕疵があると住⺠から訴えられた内容
・関係者から理解が得られていない実態を踏まえた⼿法や体制上の
要因

御意⾒の項⽬には、⾮常に重要なものもあると考えています。これ
らについては、これまで検討が進められてきているとともに、今後
とも必要に応じ検討を進めるものもあり、今回の検証に当たって、
⼀律にこれらの項⽬の点検を⾏うことは、多⼤な時間と費⽤を要す
ることとなることから、第４章でお⽰しするものについて点検を⾏
うことが適当であると考えています。
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第５章 複数の治水対策案の立案

5 1 河川整備計画策定の段階で、代替案は検討されており、同じことを
繰り返す必要があるのか。
・多くの河川整備計画策定に当たっては、複数の代替案を検討した
結果、ダムが選定されている

今回の個別ダムの検証は、意⾒番号（全－１）で述べたとおりこれ
までとは異なる⼿順や⼿法で⾏うこととしています。

5 2 複数の治⽔対策案を⽴案し、⽐較検討を⾏うことは妥当である。 同上
5 3 河道の流下能⼒を科学的に評価して、治⽔対策案を検討すべき。 河道の流下能⼒を適切に評価することは重要であると考えていま

す。
5 4 治⽔対策案を「河川整備計画の⽬標と同程度の安全度」とすること

に関して、以下のようにすべき。
・河川整備計画と同程度とすることは不適当
・河川整備基本⽅針と同程度とすべき
・近年の最⼤観測流量と同程度とすべき
・河川整備基本⽅針との整合を図りつつ、河川整備計画の⽬標と同
程度とすべき

今回の検証が厳しい財政事情を背景としていることに鑑み、河川整
備計画が、⻑期的ではなく⼆⼗~三⼗年間程度の期間を対象とした
計画であること、⽬標を達成するために必要な河川整備の内容を具
体的に定めていること、法に基づいて定める計画であること等を踏
まえて、今回の個別ダムの検証においては、河川整備計画における
⽬標と同程度の⽬標を達成することを基本として治⽔対策案を⽴案
することとしています。

5 5 「河川整備計画と同程度の安全度」の「同程度」を明確にすべき。
・曖昧にすることによって安全度を低くすることが許容されること
を懸念

基本的には、現⾏の各河川の河川整備計画において想定している⽬
標と同じ⽬標を達成することとすべきですが、ダム、遊⽔地、河道
掘削等の効果は各⽅策の実施箇所や洪⽔調節特性等によって異な
り、全く同じ状態にすることが難しい場合が想定されること等か
ら、「同程度」と記述しています。
なお、検討に当たって、どのような考え⽅で「河川整備計画と同程
度の⽬標」の治⽔対策案を⽴案したのか、明⽰することが必要であ
ると考えています。
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5 6 治⽔対策案は河川整備計画レベルの⽬標に対して安全度を確保する
こととなっているが、ダムによる治⽔対策案の⽬標⽔準と差異があ
るのではないか。
・ダムは段階的に容量を⼤きくすることが困難なことから、ダムを
計画する場合には、河川整備計画を踏まえながら、基本⽅針レベル
とせざるを得ない
・整備計画レベルを治⽔上の⽬標とするダムは、治⽔代替案とする
ことはできるのか

⼀般的に、ダムは河川整備基本⽅針レベルの洪⽔を対象として容量
等を設定しています。今回の検討では、治⽔対策案は、河川整備計
画における⽬標と同程度の⽬標を達成することを基本として⽴案す
るものですが、⽬標を上回る洪⽔等が発⽣する場合の状態も評価す
ることとしており、河川整備基本⽅針レベルの洪⽔に対する安全度
を評価することができます。

5 7 「河川整備計画の⽬標と同程度の安全度」の表現は曖昧である。 御意⾒を踏まえて記述を追加します。
5 8 河川整備計画未策定の河川について、⽬標の治⽔安全度を設定する

考え⽅を明確にすべき。
河川整備計画が策定されていない河川については、河川整備計画を
策定する場合と同様の考え⽅で⽬標を設定することが必要であると
考えています。河川整備計画では、過去の主要な洪⽔、⾼潮等及び
これらによる災害の発⽣の状況並びに災害の発⽣を防⽌すべき地域
の気象、地形、地質、開発の状況等を総合的に考慮した上で、当該
区間の氾濫区域の⼈⼝、資産、上下流及び他河川の整備状況等を踏
まえ、バランスのとれた⽬標を定めることとされています。

5 9 河川整備計画未策定の河川については、以下のように安全度を設定
すべき。
・近年の最⼤観測流量と同程度の安全度を基本とすべき

河川整備計画では、過去の主要な洪⽔、⾼潮等及びこれらによる災
害の発⽣の状況並びに災害の発⽣を防⽌すべき地域の気象、地形、
地質、開発の状況等を総合的に考慮した上で、当該区間の氾濫区域
の⼈⼝、資産、上下流及び他河川の整備状況等を踏まえ、バランス
のとれた⽬標を定めることとされています。

5 10 河川整備計画未策定の河川については、以下のように安全度を設定
すべき。
・ダム中⽌を前提とした安易な治⽔安全度の引き下げはあってはな
らない

同上
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5 11 河川整備計画未策定の河川について、⽬標とする安全度を設定する
場合は、関係地⽅公共団体の合意を必要とすべき。

河川整備計画が策定されていない河川については、意⾒番号（５－
８）で述べた考え⽅で⽬標を設定することが必要であると考えてい
ます。
なお、「関係地⽅公共団体からなる検討の場」において、関係地⽅
公共団体と⽬標とする安全度について認識を深め、検討を進めるこ
とができると考えています。

5 12 代替案の検討は不要である。
・これまでも検討が⾏われており、ダム以外の案は考えるまでもな
い
・ダム案以外は実現性等に疑問がある

個別ダムの検証においては、検証対象ダムを含む案の他に検証対象
ダムを含まない⽅法による治⽔対策案を必ず作成し、様々な評価軸
による評価等を⾏うことが必要であると考えています。

5 13 第１段落の「複数の治⽔対策案の⼀つは、検証対象ダムを含む案と
し、その他に、ダム以外の⽅法による治⽔対策案を必ず作成する」
は、
「複数の治⽔対策案の⼀つは、検証対象ダムを含む案とし、その他
に、検証対象ダムを含まない⽅法による治⽔対策案」と修⽂すべ
き。
・「ダム以外の⽅法」には、「既設ダム」がある場合を想定

御意⾒を踏まえて修⽂します。

5 14 以下のようなものは治⽔対策の⽅策から除くべき。
・定量的に効果を⾒込めないもの
・今後の技術開発が待たれるもの
・ダムの効果を代替できないもの

各治⽔対策案は、単⼀の⽅策ではなく様々な⽅策を組み合わせて⽴
案することとしています。この場合、各⽅策の効果は、河川や流域
によって異なり、河川や流域の特性に応じた治⽔対策案を⽴案する
ことが重要であると考えています。
なお、極めて実現性が低いと考えられる案や効果が極めて⼩さいと
考えられる案は概略評価段階で除くこととなると考えています。

5 15 治⽔対策案には、河川を中⼼とした対策を記述することとし、流域
を中⼼とした対策は別途に記述すべき。

今回の個別ダムの検証に当たっては、河川を中⼼とした対策に加え
て流域を中⼼とした対策を含めて幅広い治⽔対策案を検討すること
が重要と考えています。
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5 16 氾濫を許容するという考え⽅は、治⽔代替案の⽐較になじまない。
・⽅策の中には、「氾濫ありき」が前提となっているものがある。
・氾濫を許容するという治⽔対策案は、従来の計画論と同じように
議論できるのか

治⽔対策案は、河川整備計画における⽬標と同程度の⽬標を達成す
ることを基本として⽴案し、幅広い⽅策を組み合わせて検討するこ
ととしています。本検証では、例えば５年後、１０年後にどのよう
な効果を発現するか、⽬標を上回る洪⽔等が発⽣した場合にどのよ
うな状態となるか等を検討することとしており、これらの検討にお
いて氾濫が発⽣する場合があると想定されますが、氾濫を許容する
という考え⽅ではないと考えています。

5 17 ２６種類の治⽔対策の⽅策では、総合治⽔の考え⽅の域を出ない。 治⽔対策案は、第５章でお⽰しする⽅策を参考にして、幅広い⽅策
を組み合わせて検討することとしています。

5 18 各治⽔対策案がもたらす様々な影響等を評価すべき。 各治⽔対策案の様々な影響等については、第７章でお⽰しする評価
軸で評価することとしています。

5 19 各治⽔対策案がもたらす様々な効果等を評価すべき。 各治⽔対策案の様々な効果等については、第７章でお⽰しする評価
軸で評価することとしています。

5 20 各⽅策の⻑短所をバランスよく記述すべき。 第５章では各⽅策の⻑短所を網羅的に記述すると⽂章の量が極めて
多くなることから、概要と特に留意すべき特徴等を簡潔に記述して
います。
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5 21 治⽔対策の⽅策として、以下のようなものを加えるべき。
・治⽔対策としての砂防ダム・治⼭ダムの活⽤
・地下空洞ダムや廃⽌鉱⼭空洞等の既存空洞の活⽤
・堆砂の進⾏したダムにおける浚渫
・伝統⼯法（粗朶沈床⼯・柳枝⼯・⽊⼯沈床⼯等）
・地下の⼤規模調節池
・地下放⽔路と地下調節池の兼⽤
・既設防災調整池の活⽤
・放棄⽔⽥の防災調整池への転⽤
・農業⽤ため池の増強
・⽔⽥の畦畔かさ上げ
・シェルター
・復旧システム（損害補償⾦を含む）
・⽔防活動、救援避難システム
・⼟砂、海岸、⾼潮、津波対策
・海岸林

御意⾒に関しては、河川や流域の特性に応じ、治⽔対策案を⽴案す
る際に参考となる場合があると考えています。
なお、第５章は洪⽔による災害の発⽣の防⽌⼜は軽減に関する⽅策
を記述しており、海岸の防護等に関する⽅策は対象としていませ
ん。

5 22 治⽔対策の⽅策を以下のように分類すべき。
・技術的な実施可能性の観点による分類
・効果の定量性、経済性、社会的実現性の観点による分類
・効果の⼤⼩の観点による分類
・⽅策の組合せによる効果の有無の観点による分類
・ハード対策・ソフト対策の観点による分類
・「標準的な治⽔対策」「地域によっては有効な治⽔対策」「治⽔
基準点と異なる安全度としている地域の治⽔対策」「将来的な治⽔
対策（今後の研究課題）及び危機管理的な対策等」の４分類化
・河川対策・流域対策・超過対策・防災対策の４分類化

治⽔対策の⽅策の分類について多くの御提案をいただきましたが、
厳密に分類を⾏うことは困難であると考えています。
なお、第５章において各⽅策の概要等を記述するとともに、「効果
の定量性」「従来の代替案検討」について整理して記述していま
す。
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5 23 （１）ダムの後半部分は、「以下同じ。」という表現を含め、わか
りにくい。

御意⾒の箇所は、「治⽔上の効果」「効果が発現する場所」の説明
をかっこ書きを⽤いて簡潔にしたものです。また、御指摘の「以下
同じ。」は、⻑い字句を繰り返し使うのを避けるための⽤法で、
「効果が発現する場所」を説明したかっこ書き「（堤防が決壊した
場合⼜は溢⽔した場合に氾濫が想定される区域を含む。）」の効果
が、後で同じ⾔葉「効果が発現する場所」が使われる場合にも有効
であることを⽰しています。

5 24 ダムの有効活⽤は容認されて、事業実施中のダムは否定されるの
か。

厳しい財政事情の下、既存施設の有効活⽤は重要であり、既存施設
の機能増強を⽬的とした事業は検証対象から除かれたと承知してい
ます。
なお、ダムをことごとく否定しているのではなく、予断を持たずに
検証を⾏った結果、ダム事業を継続する場合もあり得ると承知して
います。

5 25 「ダムの有効活⽤」とあるが、ダム操作ルールの考え⽅を⽰すべ
き。
・容量の有効活⽤の観点からは下流の河道の整備状況に合わせて段
階的に⾒直しを図ることが重要

ダムの操作は、ダム基本計画、河川整備基本⽅針、河川整備計画等
を基に、下流の区間における河道整備の実情、背後地の資産、ダム
の容量等を勘案するなど、河川全体を総合的に⾒た上でそのルール
の策定や⾒直しが⾏われていると承知しています。

5 26 （７）堤防のかさ上げ（モバイルレビーを含む）のなお書き「な
お、地形条件・・・」は意味が異なるため、削除すべき。

御意⾒を踏まえて修⽂します。

5 27 モバイルレビーは⽔防⼯法であるが、治⽔対策案を⽴案する場合の
留意点等を記述すべき。

治⽔対策案を⽴案する場合の留意点等については、第５章でお⽰し
しています。

5 28 「決壊しづらい堤防」は「決壊しにくい堤防」とすべき。 趣旨は同じと考えられることから、原⽂どおりとさせていただきま
す。

5 29 「⾼規格堤防」の設計⼿法を⽰すべき。 例えば、「河川管理施設等構造令」や「河川砂防技術基準 同解説
計画編」が考えられます。
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5 30 「⾬⽔貯留施設」や「⾬⽔浸透施設」は、どの程度の市街化率であ
れば適⽤できるのか⽰すべき。

治⽔対策案は、市街化率の⼤⼩にかかわらず、幅広い⽅策を組み合
わせて検討することが重要であると考えています。

5 31 「樹林帯等」の越流時の堤防の安定性の向上に関する効果を、現象
⾯から明確にすべき。

堤防に沿った堤内地の⼀定範囲を樹林等の植⽣で覆うと、樹林によ
る粗度増⼤効果によって樹林帯前⾯の⽔位が上昇し、堤防法尻部が
ウォータークッションとなり法尻侵⾷を軽減し、また、樹⽊の根系
による耐浸⾷⼒の増⼤によって法尻洗掘を軽減することになり、こ
れにより越流時における堤防の安全性が向上するものと考えていま
す。
なお、中間とりまとめでは、網羅的に記述するのではなく、全体の
趣旨を変えない範囲で、できる限り簡潔に記述することとしていま
す。

5 32 「樹林帯等」には、⼟砂の捕捉効果があるのではないか。 樹林帯は氾濫する洪⽔流を減勢させ、⼟砂流出・流⽊を抑えること
により、樹林帯背後の堤内側における流⽊や⼟砂堆積を防⽌する効
果があると考えています。

5 33 「⼟地利⽤規制」の具体的な⽅策を⽰すべき。 例えば、建築基準法第３９条に基づく災害危険区域の指定が考えら
れます。

5 34 森林や農地等の記述は不適当である。
・森林の洪⽔緩和機能を過⼩評価している
・森林の機能について実態を把握した上で正確に記述すべき

森林や農地等に関しては、現時点において妥当と考えられる最新の
学術的知⾒を踏まえて記述しています。

5 35 森林や農地等の記述は妥当である。
・記述内容は多数の研究により証明されている
・学会等の⾒解が⽰されていることを記述すべき

同上

5 36 森林や農地は⽔源涵養機能の他にも多様な機能があり重要である。
・森林の保全は、国⼟保全、環境保全等の観点からも推進すべき
・森林利⽤と森林の洪⽔緩和機能の両⽴が⼤切

森林や農地には多様な機能があり、森林の保全について、第５章
（２４）に「良好な森林からの⼟砂流出は少なく、また⾵倒⽊等が
河川に流出して災害を助⻑すること等があるために、森林の保全と
適切な管理が重要である。」と記述しています。
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5 37 森林を適切に管理することは重要である。
・森林での⼯事の状況の把握が⼤切
・森林の保全の対策として、森林に多数の堰を作るべき

森林の保全と適切な管理が重要と考えており、第５章（２４）森林
の保全に「森林の保全と適切な管理が重要である。」と記述してい
ます。

5 38 森林の保全については、保⽔⼒の⾼い広葉樹に絞って保全すべき。 森林の機能については、現時点において妥当と考えられる最新の学
術的知⾒を踏まえて記述しています。
なお、森林の樹種による機能の相違等については多様な意⾒がある
と考えています。

5 39 （２４）森林の保全の「⽔源涵養機能」は「流出抑制機能」とすべ
き。

御意⾒を踏まえて修⽂します。

5 40 「⽔害保険等」の具体的な⽅策を⽰すべき。 ⼀般的に、⽇本では、⺠間の総合型の⽕災保険（住宅総合保険）の
中で⽔害による損害を補償しています。

5 41 「⽔⽥の保全等」は、国交省以外が実施主体となることが前提のた
め、実施主体との調整をした上で⽰すべき。

「関係地⽅公共団体からなる検討の場」において、検討内容の認識
を深め検討を進めることが重要であると考えています。また、意⾒
番号（３－３８）で述べたとおり、関係省庁には、必要に応じて国
⼟交通省から実務的に情報が提供されるものと承知しています。

5 42 第５章の各⽅策に関して、以下のような趣旨を反映すべき。 御意⾒の趣旨に関しては、既に記述しています。
・ダムのかさ上げは有効な既設ダムの活⽤である
・治⽔対策案は流域特性を考慮して⽴案すべき

5 43 第５章の各⽅策に関して、以下のような趣旨を反映すべき。 御意⾒を踏まえて修⽂します。
・流⽔型ダムについての記述を追加すべき
・「治⽔単独ダム」も、治⽔代替の⽅策として記述すべき
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章 番号 頂いた御意⾒の概要 頂いた御意⾒に対する考え⽅意⾒番号

5 44 第５章の各⽅策に関して、以下のような趣旨を考慮すべき。 御意⾒として承ります。
・ダムは、流⽔の正常な機能の維持を壊すものである
・ダムの洪⽔調節容量には限界があるため、ただし書き操作を⾏う
とダム下流域はかえって危険な状態になる
・ダム建設による環境破壊は、どの⽅策よりも破壊⼒・損失が⼤き
い
・ダムには⾃然環境の破壊や地震によってダム本体が崩壊する危険
性がある
・ダムの洪⽔調節容量は合理的に決定されていない
・河川改修や堤防強化は修理・改修が可能であるが、ダムは困難で
ある
・⽣態系への影響、下流への⼟砂運搬の減少など、ダムは持続性の
観点で⼤きな問題を与える
・ダム操作ルールの⾒直しは、事前放流や複雑なダム操作によって
甚⼤な被害につながる
・「河道の掘削」は⼀連区間が完成して効果を発揮するものであ
り、段階的に効果を発揮するものではない
・「河道の掘削」「引堤」「堤防のかさ上げ」では、ダム設計洪⽔
流量相当の洪⽔に対して堤防施設の安全性を持たせるべき
・ダムの維持管理費は⾮常に⾼いため、堤防はダムよりもコスト⾯
で有利となり、ダムの能⼒を超えた治⽔対策が可能となる
・「河道の掘削」は再堆積に対応しなければならないため、河道拡
幅を⾏った⽅が効果がある
・河道内の樹⽊を伐採せずに放置しておくのは、⽔害を発⽣させて
ダム建設を推進するためではないか
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5 44 ・河道内に樹⽊がないと景観的に寂しいため、河道内に廃船を設置
し、そこで植物を育てる
・「河道内の樹⽊の伐採」は、伐採による治⽔効果を計画で⾒込む
ことは難しい
・「決壊しない堤防」を直ちに実施すべき
・堤防を越⽔させることが前提ならば、「決壊しない堤防」「決壊
しづらい堤防」を活⽤するのではなく、堤防に⽔⾨を設置すべき
・「決壊しづらい堤防」はダムよりも費⽤対効果が⼤きい
・「決壊しづらい堤防」は、積極的に推進すべき
・計画⾼⽔位以上の流下能⼒を⾒込むべき
・都市部の地下調整池には、河川の洪⽔流量の⼀部を負担する機能
はない
・「⾬⽔浸透施設」の治⽔効果は、地質条件・地下⽔位の関係か
ら、短期間で評価することは難しい
・「遊⽔地」の効果発現区域は、遊⽔地下流部だけでなく、せき上
げ上流部も該当する
・「宅地のかさ上げ、ピロティ建築等」は、浸⽔想定区域内の浸⽔
深増加につながるため、浸⽔被害の軽減とはならない
・「宅地のかさ上げ、ピロティ建築等」を⾏っても、緊急⾞両が通
⾏できない状況ならば、治⽔上の効果はない
・「⼟地利⽤規制」には、流出率を低減させる効果がある
・⽔⽥等の治⽔機能の⾒直しを⾏えば、耕作放棄地が減少する
・緊急時の防災システム材は⺠間企業の寄付で準備すべき
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章 番号 頂いた御意⾒の概要 頂いた御意⾒に対する考え⽅意⾒番号

5 45 第５章の各⽅策に関して、以下のような趣旨を考慮すべき 御意⾒に関しては、河川や流域の特性に応じ、治⽔対策案を⽴案す
・ダムは必ずしも地域対⽴を煽るというものではない る際に参考となる場合があると考えています。
・ダムは完成するまで全く治⽔効果を発現しないとは⾔えない
・ダムは、総事業期間を短縮する検討を進めることが重要である
・ダムは、河床勾配が急で流下時間が短い上流域で、洪⽔貯留降⾬
初期の河川の増⽔速度を洪⽔調節によって遅らせるという点で効果
がある
・⽅策によっては、ダムの⽅が早く事業が完了し、治⽔効果の早期
発現が期待できる
・⽇本では、洪⽔のピークが１⽇程度であり、ダムによる治⽔対策
は有効である
・ダム機能は、治⽔のみならず、利⽔、環境及び発電等から広範囲
にとらえるべき
・ダムは⼭間地に通常建設されるが、都市部の集中豪⾬には効果が
ない場合がある
・洪⽔調節施設と河川改修を同時に早急に進めることが重要である
・ダム・緑のダムは、どちらか⼀⽅で治⽔機能を果たすことは困難
である
・有効活⽤が可能なダム群やダム⾃体が存在しない地⽅の中⼩河川
では、既設ダムの有効活⽤はできない
・利⽔容量の有効活⽤は、流域全体で総合的に検討すべき
・ダム操作ルールの⾒直しは、治⽔と利⽔の観点で、利害が相反す
ることを考慮すべき
・降⾬予測に基づいて予備放流・洪⽔操作をした臨時的措置の事例
があるので、参考とすべき
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5 45 ・貯⽔容量が⼗分に使⽤されていないダムもあることから、既設ダ
ムの有効活⽤を⾏うべき
・「遊⽔地（調節池）等」「遊⽔機能を有する⼟地の保全」では、
氾濫原の野⽣動植物の保全にも配慮して設計すべき
・「遊⽔地」は、現在⼟地利⽤がされている場所に設置すると、調
整が困難な可能性がある
・都市内・地域内の空間を有効に活⽤して、「遊⽔地（調節池）
等」を設置すべき
・既設遊⽔地での⼟砂掘削は、貯⽔池の機能を向上させるだけでな
く、掘削⼟を堤防強化に活⽤することが可能である
・「河道の掘削」では、堰や地下横断⼯作物、護岸や橋脚の状況を
考慮しなければならず、掘削後に河床⾼を維持することも課題とな
る
・河道を掘削した後の再堆積は、毎年、確実に除去できるとは限ら
ないため、河道の流下能⼒が減少するリスクを適切に考慮すべき
・「河道の掘削」は、掘削残⼟の排出先の確保だけでなく、⽣態系
への影響を考慮して実施すべき
・「河道の掘削」は、部分的に実施しても治⽔効果は発現されない
場合がある
・橋梁等の河川横断⼯作物があると、「河道の掘削」は河道断⾯を
広げることが難しい場合がある
・「河道の掘削」により、過度に河道断⾯を拡⼤してしまうと、河
川固有の河相を害する懸念がある
・「河道の掘削」を⾏う場合には、掘削後の河道が安定して維持さ
れるように配慮すべき
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5 45 ・「河道の掘削」を実施すると、下流区間では塩⽔の遡上対策が必
要な場合がある
・河川敷の掘削は「河道の掘削」に含まれると考えられるが、河川
敷を掘削することで河道の流下能⼒の向上につながる
・「河道の掘削」「引堤」「堤防のかさ上げ」は、近年の流⽊災害
を鑑み、河川横断構造物の安全性を検討すべき
・「河道の掘削」「引堤」「堤防のかさ上げ」は、環境等への影響
が広範囲に及ぶことが想定されるため、環境対策を検討すべき
・「河道の掘削」「引堤」「堤防の嵩上げ」「河道内の樹⽊の伐
採」「決壊しない堤防」「決壊しづらい堤防」は、上流部の対策が
下流部の安全度の低下につながる懸念があることから、流域全体の
視点で対策を検討すべき
・「引堤」は、本川の背⽔区間を対象とした効果の検討が必要であ
る
・「引堤」「堤防のかさ上げ」「⾼規格堤防」は⼀連区間が完成し
て効果を発揮する
・「堤防のかさ上げ」は、堤防本体の素材や基礎地盤に地質的な問
題があるかもしれないため、状況を踏まえた上で対策を実施すべき
・モバイルレビーは、かさ上げが困難な場所で⽔防活動等によって
⼀時的に設置するものであり、適⽤条件が合えば浸⽔被害の軽減に
効果を発揮できる
・「堤防のかさ上げ」は、決壊時に被害が⼤きくなる懸念がある
・モバイルレビーといった仮設的な⼯法は、実施する段階で地元に
しっかりと説明すべき
・「堤防のかさ上げ」は、都市内の内⽔被害を拡⼤させる懸念があ
る
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5 45 ・モバイルレビーは、平常時に設置⼿順等を周知徹底しておくこと
が重要である
・「堤防かさ上げ」は、かさ上げ⾼の数倍の⽤地の確保が新たに必
要となる場合がある
・「決壊しない堤防」「決壊しづらい堤防」は危機管理⽅策である
・「河道内の樹⽊の伐採」を実施する際には、⽣態系・⽣物多様
性・景観等について配慮すべき
・「河道内の樹⽊の伐採」では、河川空間における樹⽊について配
慮をしないと、河道内に全く障害物のない河川になる懸念がある
・「河道内の樹⽊の伐採」を実施しないと、洪⽔時に流⽊の問題が
発⽣する可能性がある
・「河道内の樹⽊の伐採」は、洪⽔時の流下阻害要因を排除すると
いう観点から有効な⽅策である
・「決壊しない堤防」「決壊しづらい堤防」は現実的ではない
・「決壊しない堤防」は、たとえ決壊しなくても、堤防を越流した
場合には被害が発⽣する
・「決壊しない堤防」に係る技術が確⽴したとしても、越流時には
うねりや⾵による波浪の影響を考慮すべき
・「決壊しない堤防」がいかなる流⽔の作⽤に対しても決壊しない
と考えるならば、要求される技術⽔準は⾼いことに留意すべき
・「決壊しない堤防」は現段階では技術的に確⽴していない
・「決壊しない堤防」「決壊しづらい堤防」では、洪⽔発⽣時に避
難するための時間は必ずしも増加しない可能性がある
・「決壊しない堤防」「決壊しづらい堤防」は、破堤リスクを低下
させたり、被害を軽減することも⽬的となる
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5 45 ・「決壊しづらい堤防」は、破堤するまでにある程度の避難時間を
もたらすが、⼀旦破堤してしまうと⼈命や財産の損失につながる可
能性がある
・「⾼規格堤防」の実施区間は、他の区間と⽐較して、緊急性や必
要性を整理すべき
・「⾼規格堤防」は、必要に応じて地盤改良がされることから、地
震に強いという特徴がある
・「排⽔機場」は、排⽔規制がかかると、内⽔排除の効果が限定的
になる
・「排⽔機場」は、既存の排⽔機場の⽼朽化対応のため、財政的に
新規に整備する余⼒がない場合がある
・治⽔対策案によっては下流⽔位の上昇が考えられることから、内
⽔被害軽減の観点も考慮すべき
・「⾬⽔貯留施設」は、下流域や都市部の治⽔対策として有効であ
る
・「⾬⽔貯留施設」は、貯留効果を発現していくためには、施設の
機能維持が重要である
・「⾬⽔貯留施設」「⾬⽔浸透施設」は、流域の市街地率がごくわ
ずかな流域では治⽔上の効果を期待することが難しいのではないか
・「⾬⽔貯留施設」「⾬⽔浸透施設」は、河道のピーク流量の低減
効果の発揮まで、現状以上の施設を整備しようとすると、費⽤的・
時間的に不利となる可能性がある
・「⾬⽔貯留施設」は、本川の流量低減にどの程度効果があるかを
慎重に評価すべき
・「遊⽔機能を有する⼟地の保全」には、本⽂に例⽰されている
池、沼沢、低湿地だけでなく、「農⽤地」も含まれる
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5 45 ・「遊⽔機能を有する⼟地の活⽤」では、地下貯留浸透施設を地下
に設置することで、平常時に上部空間の有効活⽤を考えるべき
・「部分的に低い堤防の存置」は、⼟地所有者の同意を得られるか
どうかの懸念がある
・「部分的に低い堤防の存置」は、⼈為的に堤防⾼を低くすれば補
償等が課題になる懸念がある
・「部分的に低い堤防の存置」は⾵評被害が考えられるため、住⺠
説明・意⾒聴取の時期に留意すべき
・「部分的に低い堤防の存置」の効果発現箇所は、下流だけでなく
対岸も含まれる
・「霞堤の存置」は、急流河川では湛⽔⾯積と⽐べて貯留量が⼩さ
くなる懸念がある
・「⼆線堤」のみでは、対策箇所から下流の河道流量が低減する場
合があるとは⾔えない
・「宅地のかさ上げ、ピロティ建築等」には、敷地かさ上げ時の仮
住居の確保や移転費⽤の準備、⽔害時における乗⽤⾞等の財産被害
が発⽣する懸念がある
・「宅地のかさ上げ、ピロティ建築等」を治⽔対策の⽅策とするな
ら、地震による崩壊や液状化による被災が想定されることから、地
震対策にも留意すべき
・「⼟地利⽤規制」を計画上⾒込もうとする場合には、農作物に対
する補償が課題となる懸念がある
・「⼟地利⽤規制」では、既存建築物や居住者に対する治⽔安全度
は向上しない
・「⼟地利⽤規制」は、丘陵地の開発による⾬⽔流出・⼟砂流失の
変化にも留意すべき
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5 45 ・建築基準法による災害危険区域の指定では、既存建築物の改築に
つながらない懸念がある
・「⽔⽥等の保全」については、休耕⽥があったりすることで、⼀
時貯留が可能な⽔⽥が少ない場合も想定される
・「⽔⽥等の保全」を治⽔対策の⽅策とする場合は、費⽤対効果、
農業が地域の基盤産業であること、現実的に維持管理が可能かどう
かという点に留意すべき
・「⽔⽥等の保全」は、⽔⽥は夏季に⽔をはっており、保⽔・遊⽔
能⼒はない場合がある
・「⽔⽥等の保全」は、⽔⽥の⽴地条件によって貯留効果が異なる
ことに留意すべき
・「⽔⽥等の保全」に関しては、耕作放棄地から⼟砂が流出して災
害を助⻑することも考えられる
・ハザードマップの公表等を通じて、地域住⺠に情報提供をするこ
とが望ましい
・「洪⽔の予測、情報の提供等」では、ハザードマップの公表な
ど、洪⽔発⽣前の情報提供を⼯夫することが重要である
・降⾬予測精度の向上は、流出量予測精度の向上につながることか
ら重要である
・既往氾濫⽔位痕跡や災害記念碑の設置により、治⽔や防災に対す
る市⺠の意識を⾼めるべき
・「⽔害保険等」は、治⽔安全度がある程度向上した後、それを補
う⼿段として有効である
・「⽔害保険等」は、災害の多い⽇本の国⼟情勢を考慮すると、必
要である
・直⾯する危機を回避するために暫定的な対策が必要な場合がある

51 / 82 ページ



章 番号 頂いた御意⾒の概要 頂いた御意⾒に対する考え⽅意⾒番号

5 45 ・⽅策によっては、地形上適⽤が難しい場合がある
・⽅策によっては、⻑期的な整備・管理を考えると、多⼤なコスト
が必要となる可能性がある
・⽅策によっては、ダムよりも広範囲にわたり周辺環境に影響を及
ぼす可能性がある
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第６章 概略評価による治水対策案の抽出

6 1 概略評価に当たっては、実現性を重視して評価すべき。
・実現性を前提としない評価は無意味ではないか

概略評価においては、第７章で述べる評価軸で概略的に評価し、⼀
つ以上の評価軸に関して、明らかに不適当と考えられる結果となる
場合、当該治⽔対策案を除くこととしています。

6 2 コスト⽐較を⾏うには、２案程度を抽出すべき。
・信頼性の⾼い案を⽐較する必要があり、検証作業に相当のコスト
と時間を要する

⽴案した治⽔対策案が多い場合には、概略評価によって２〜５案程
度を抽出し、詳細な検討を⾏うこととしています。
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第７章 評価軸

7 1 評価軸は定量評価できるものにある程度絞り、定量的に評価できな
いものは補助的に扱うべき。
・コストは定量評価できるが、その他は受益者間の利害関係など客
観的で公正な評価が難しいと思われる

定量的に評価できるか否かにかかわらず、第７章でお⽰しした様々
な評価軸で評価を⾏うことが重要であると考えています。
なお、総合的な評価の考え⽅については、第９章に記述していま
す。

7 2 様々な評価軸で評価を⾏うことは重要である。 同上
7 3 できる限り⽂献や既往の調査結果を⽤いて検討を⾏うこととすべ

き。
・新たな現地調査等を⾏う必要があるか
・詳細な検討には、多⼤なコストや相当な時間が必要

検証に係る検討に当たっては、できる限り最新のデータや技術的知
⾒を⽤いて詳細に検討を⾏うことが必要です。しかし、動植物に関
する通年調査を新たに実施したり、新たな解析モデルを構築したり
するためだけに⻑期間を費やすなど、現実的でない場合が考えられ
ます。必要に応じて、⽂献や既往の調査結果など、各河川や流域で
⼊⼿可能な情報を活⽤して効率的かつ適切に検討を進めることが重
要であると考えています。

7 4 （１）の●段階的にどのように安全度が確保されていくのかについ
て、今後の予算の推移をどのように考えて、検討を⾏うのか⽰すべ
き。

河川整備に係る予算推移については、今後の経済情勢等によって変
化すると考えられますが、今回の検証では例えば、河川整備計画策
定時点で想定していた予算の推移が継続すると仮定して検討を進め
ることが考えられます。

7 5 評価時点を現状の場合と、河川整備計画策定時点とする場合が記述
されているが、相違は何かを⽰すべき。

評価は現状における施設の整備状況や事業の進捗状況を原点として
検討を⾏うことが基本ですが、河川整備計画が最近策定され、その
際の測量データ等を有効に活⽤することが適当であるような場合
は、河川整備計画策定時点を原点として検討を⾏うことができると
考えています。
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7 6 第１段落のかっこ内、（⼜は河川整備計画策定時点）を削除すべ
き。
・整備計画策定時点以後に実施済みの河道改修などによる現時点で
の整備状況について⾒落とすことにつながり、ダム建設の効果を⽔
増しする可能性が強い

同上

7 7 ダムの事業費は、残事業費で評価するのは不適当である。 今回の検証は厳しい財政事情を背景としていることに鑑み、⽬標を
達成するために、今後どのような治⽔対策を実施することが妥当か
という考え⽅で検討するものであり、コストの評価に当たり実施中
の事業については残事業費を基本とすることが適当であると考えて
います。

7 8 評価軸には、以下のようなものを加えるべき。
・⼤規模な洪⽔頻度の増加の程度
・地先の安全度
・精神的被害
・サプライチェーンによる波及被害
・渇⽔時の地盤沈下の防⽌
・⼭間地域の活性化
・過去と未来の調和
・上流と下流の調和
・⼈の命・⽣活、河川環境、科学・技術の調和
・河川と流域の調和

御意⾒に関しては、河川や流域の特性に応じ、治⽔対策案を評価す
る際に参考となる場合があると考えています。
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7 9 評価軸には、以下のようなものを加えるべき。
・ダムが決壊したときのコスト
・これまでダムに投⼊された費⽤、労⼒、時間
・ダム建設による⽣態系の破壊、景観・⽂化遺産の破壊
・１０年経過しても本体着⼯できないダムは中⽌すること
・今後借⾦を増やすダムは中⽌すること

御意⾒として承ります。

7 10 以下の評価軸を削除すべき。
・「地域振興」（地域への経済効果を優先して無駄な公共事業が⾏
われてきた）
・ダム建設時の「環境への影響」（１０年が経過すると豊かな⾃然
が形成されている）

第７章でお⽰しした評価軸は、河川や流域の特性に応じて評価する
ために必要なものと考えています。

7 11 定量的評価が困難な⽅策の評価⼿法を⽰すべき。 本中間とりまとめは、個別ダム検証を進めるに当たっての⼿順や⼿
法をお⽰ししていますが、具体的な検討の際には、河川や流域の特
性に応じ、各検討主体が有する技術的知⾒を⽤いて適切に検討を⾏
うことが重要であると考えています。
なお、検討の⼿順や⼿法に関して、検討主体で検討が進められてい
く過程で出てくる様々な疑問に対して、対応していく体制を整える
ことが必要であると考えています。

7 12 「安全度の確保」は代替案検討の前提であり、評価軸とするのは不
適当である。

評価軸「安全度」では、河川整備計画レベルの⽬標に対して安全を
確保できるかだけでなく、⽬標を上回る洪⽔等が発⽣した場合にど
のような状態となるか、段階的にどのように安全度が確保されてい
くのか等を評価することとしており、評価軸としています。

7 13 （１）の●河川整備計画レベルの⽬標に対し安全を確保できるかの
記述で、「同様の評価結果」という表現はわかりにくい。
・「同様の評価結果になる」とはどういうことを意味するのか

御意⾒を踏まえて修⽂します。
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7 14 「⽬標を上回る洪⽔」とはどの程度の洪⽔を想定すればよいのか。 河川や流域の特性に応じ、検討することが重要であると考えていま
す。例えば、既往最⼤洪⽔（河川整備計画の⽬標より⼤きい場
合）、河川整備基本⽅針レベルの洪⽔、河川整備基本⽅針レベルよ
り⼤きい規模の洪⽔などが考えられます。

7 15 （１）の●⽬標を上回る洪⽔等が発⽣した場合にどのような状態と
なるかの第１段落の「例えば、ダムは・・・状態となる」は不正確
であるので、修⽂すべき。

御意⾒を踏まえて修⽂します。

7 16 （１）安全度で、河川整備基本⽅針レベルを⼤きく上回る洪⽔時の
みのダム操作を説明することは、ダムに対する誤解を与えかねな
い。
・ダムは整備計画レベルを超えても河川整備基本⽅針レベルまでは
洪⽔調節機能を発揮することを⽰すべき

御意⾒は理解しますが、詳細に記述すると⽂章の量が多くなること
から、簡潔に記述しています。

7 17 （１）の●⽬標を上回る洪⽔等が発⽣した場合にどのような状態に
なるかの堤防の記述は、「堤防は、決壊しなければ被害は発⽣しな
いが、ひとたび決壊すれば甚⼤な被害が発⽣するので、決壊しない
堤防または決壊しづらい堤防を極⼒導⼊し、そのことを前提とし
て、⽬標を上回る洪⽔が発⽣する場合の状態を明らかにする。」と
修⽂すべき。

各治⽔対策案は、幅広く様々な⽅策を組み合わせて⽴案することと
しており、特定の⽅策を導⼊することを前提とすることは考えてい
ません。

7 18 （１）の●⽬標を上回る洪⽔等が発⽣した場合にどのような状態と
なるかの第１段落の「⽬標を上回る洪⽔が発⽣した場合の状態を
…」は、
「⽬標を上回る洪⽔が発⽣する場合や、温暖化によって洪⽔発⽣頻
度や強度が変化した場合の状態を…」に修⽂すべき。

地球温暖化に伴う気候変化によって⽔害の頻発や深刻化が懸念され
ており、予測の⾼度化を含めて調査研究を推進し、適応策への反映
を検討することは重要な課題であると考えています。
なお、今回の個別ダムの検証においては、できる限り最新のデータ
や技術的知⾒を⽤いて検討を⾏うこととしています。

7 19 これまでの「○○年に⼀度の洪⽔対応」という考え⽅により、いわ
ゆる「ゲリラ豪⾬」に対応できるか⽰すべき。

整備計画レベルの⽬標にかかわらず、必要に応じ、各治⽔対策案に
ついて局地的な⼤⾬が発⽣する場合の状況を明らかにすることとし
ています。
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7 20 局地的な⼤⾬が発⽣する場合の状況を明らかにするのは、どのよう
な流域で⾏うべきか⽰すべき。
・⼤流域の治⽔対策を検討する場合、局地的な⼤⾬の影響まで検討
する必要はないと思われる

利⽤できるデータの制約や想定される影響の程度が河川や流域に
よって異なるため、⼀律にお⽰しすることはできませんが、河川や
流域の特性等を踏まえ、必要に応じ、検討していくことが重要であ
ると考えています。

7 21 （１）の●段階的にどのように安全度が確保されていくのか（例え
ば、5年後、10年後）の「河道の掘削は対策の進捗に伴って段階的
に効果を発現していく」は「河道の掘削は対策の進捗に伴って段階
的に効果を発揮する場合もある」と修⽂すべき。
・上下流の安全度のバランスやすりつけ等の問題から必ずしも効果
を発揮する箇所から掘削できるとは限らないのではないか

御意⾒を踏まえて記述を追加します。

7 22 治⽔対策案が対象とする区域について、どのように考えるべきかを
⽰すべき。
・流域全体で検証を⾏うべき

河川整備計画で対象とする区域と同じとすることが基本と考えてい
ます。

7 23 （１）安全度の⼈⾝被害抑⽌についての具体的な指標を⽰すべき。 例えば、死者数、孤⽴者数、避難者数が考えられます。

7 24 ダムが中⽌になった場合、河川整備基本⽅針の⽬標の達成が可能か
どうかを検討すべき。

今回の検証は、厳しい財政事情を背景としていることに鑑み、意⾒
番号（５－４）で述べた考え⽅等によって現時点において、事業中
の検証対象ダム事業を継続するか否か等の対応⽅針を検討するもの
であり、河川整備基本⽅針で定める⻑期的な⽬標をどのように達成
するかを検討するものではないと考えています。

7 25 多⽬的ダムの場合、洪⽔調節分のコストは流⽔の正常な機能の維持
に関する分を除くべき。

今回の検討に当たっては、例えば、多⽬的ダムの洪⽔調節の⽬的に
関する検討の場合、残事業費に洪⽔調節分の負担割合を乗じて算出
したものを基本として検討することとなると考えています。
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7 26 ダムの事業費は、現計画での事業費で評価するのは不適当である。 必要に応じ事業費を詳細に点検を⾏い、詳細に点検を⾏った結果、
事業費が変わるような場合には、それらをもとに、第５章以降で述
べる治⽔対策案の⽴案、評価軸ごとの評価等を⾏い、さらに総合的
な評価を⾏うこととしています。
なお、このことは第４章に記述しています。

7 27 評価軸「コスト」にいう、「完成までに要する費⽤」として、どの
ようなものを⾒込むのかを⽰すべき。
・ダム完成後の観光による経済効果、環境が失われることへの影響
等を⾒込むべき
・「コスト」と効果や影響との関係がわかりづらい

「完成までに要する費⽤」には、各⽅策の特徴、河川や流域の特性
に応じ、各⽅策を実施する上で必要と考えられる費⽤を検討して⾒
込むものと考えています。例えば、当該⽅策を実施することによっ
て環境に影響を与えることが明らかであり、その影響を緩和する対
策を講じることが適当と考えられるような場合には、その対策に要
する費⽤も⾒込むものと考えています。
なお、「コスト」という語句は効果や影響を含んで使われるような
場合がありますが、今回の検討に当たっては、例えば、「ダム完成
時の観光による経済効果」については「地域社会への影響」、「環
境が失われることへの影響」については「環境への影響」等の評価
軸で評価することができると考えています。

7 28 評価軸「コスト」にいう、「維持管理に要する費⽤」として、どの
ようなものを⾒込むのかを⽰すべき。

「維持管理に要する費⽤」には、各⽅策の特徴、河川や流域の特性
に応じ、各⽅策の効果を維持していくために必要と考えられる費⽤
を検討して⾒込むものと考えています。例えば、維持管理段階で堆
砂対策を講じることが適当と考えられるような場合には、その対策
に要する費⽤も⾒込むものと考えています。
なお、想定される効果、影響等については、コストではなく、他の
評価軸で評価するものと考えています。例えば、「環境が失われる
ことへの影響」は評価軸「環境への影響」で評価することとなりま
す。
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7 29 評価軸「コスト」にいう、「維持管理に要する費⽤」の対象年数を
どのように考えるかを⽰すべき。

仮に対象年数を設定する場合は、例えば、維持管理費を５０年間に
わたり⾒積もることを基本とすることが考えられます。

7 30 ダムの計画堆砂量を科学的に調べ直すべき。 検討に当たっては、必要に応じダムの堆砂計画を改めて詳細に点検
した上で、評価を⾏うこととしています。

7 31 評価軸「コスト」にいう、「ダム中⽌に伴って発⽣する費⽤」とし
て、どのようなものを⾒込むのかを⽰すべき。
・代替案を検討する際にコストとして⾒込む必要がある
・どのようなものを⾒込むのか具体的に⽰すべき

例えば、横坑閉塞や法⾯保護といったダム中⽌後の安全確保、原形
復旧、⼯事の契約解除に必要な費⽤や特定多⽬的ダム法に規定する
利⽔者との精算に伴って発⽣する費⽤が考えられます。
なお、このような費⽤については、他の治⽔対策案の費⽤に加算し
た上で⽐較するのではなく、検討主体が想定する費⽤を別途として
⽰すこととし、その上で総合的に検討することが考えられます。ま
た、検討の時点で必ずしも具体的に費⽤を算出することができない
ものについては、どのような趣旨のものが想定されるのかについて
⽰すことが考えられます。

7 32 完成までに要する費⽤を評価するためには、ダム案とダム以外の案
の事業費の精度を同⼀にすべき。

利⽤できるデータや参考となる事例が、河川や流域によって異なる
ため、各治⽔対策案のコストについての精度を全く同⼀にすること
は困難であり、河川や流域の特性に応じ、検討していくことが重要
であると考えています。

7 33 ダム事業者がコスト計算をすれば、ダム事業を継続したほうがコス
トが低くなり、ダム事業継続を誘導することになるのではないか。

意⾒番号（３－１３）で述べたとおり、検討主体が責任を持って検
討し、透明性の確保を図って検討することとしています。

7 34 ⼟地所有者等の協⼒の⾒通しを明らかにするのは困難ではないか。 河川や流域の特性に応じ、可能な範囲で⾒通しを明らかにすること
が重要であると考えています。例えば、「関係地⽅公共団体からな
る検討の場」において認識を深める過程において、⾒通しが明らか
になることが考えられます。

7 35 条例制定を視野に⼊れて検討をする場合、どのようなものが考えら
れるのかを⽰すべき。

例えば、建築基準法第３９条に基づく災害危険区域の指定を条例で
⾏うことが考えられます。
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7 36 （５）柔軟性の記述は、気候変化等の将来の不確実性と、事例の関
連が⼩さいのではないか。

御意⾒の箇所は、各⽅策の特性を考慮して、将来の不確実性に対し
てどのように対応できるかという評価に関して、例⽰して記述して
います。

7 37 ダム建設時のＣＯ２排出、ダム湖に沈む森林によるＣＯ２吸収量の
減少を⽔⼒発電によるＣＯ２排出の減少量と⽐較すべき。
・ダムについては、下流や海岸への影響もあるので、その対策とし
てのＣＯ２排出も含めるべき

ＣＯ２排出の軽減など、特筆される環境影響があれば、利⽤できる
データの制約や想定される影響の程度に応じてできる限り明らかに
することとしています。

7 38 ダム下流の⼟砂問題を取り上げたことは評価する。 各治⽔対策案について、⼟砂流動がどのように変化するのか、それ
により、下流河川や海岸における⼟砂の堆積⼜は侵⾷にどのような
変化が⽣じるのか、利⽤できるデータの制約や想定される影響の程
度に応じてできる限り明らかにすることは重要と考えています。

7 39 「環境への影響」を評価するためには、ダム案とダム以外の案の環
境評価の精度を同⼀にすべき。

利⽤できるデータの制約や想定される影響の程度が河川や流域に
よって異なるため、各治⽔対策案の環境への影響についての精度を
全く同⼀にすることは困難であり、河川や流域の特性に応じ、検討
していくことが重要であると考えています。

7 40 各ダムの費⽤対効果分析を再検証すべき。 意⾒番号（４－９）で述べたとおり、検証対象ダムについては、再
評価実施要領に基づき費⽤対効果分析を実施することとなると承知
しています。

7 41 評価軸については、グラフ形式で横軸を時間軸とし、縦軸を効果と
して⽰すべき。

評価軸には、定量的に評価できるものと定量的に評価しづらいもの
があり、⼀律にグラフ化することは困難であると考えています。
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7 42 評価においては、以下のような趣旨を考慮すべき。 御意⾒として承ります。
・ダム湖のような⼈⼯⽔⾯は⽔位変動が⼤きく観光に適さない。⾃
然河川の環境の⽅が地域振興につながる
・地域振興の観点から河道内に廃船を設置し、そこで植物を育てる
・特別天然記念物の保護を最優先して、ダム建設を⾒直す必要があ
る
・ダムを中⽌し、耕作放棄地・空店舗対策、住宅政策を⾏えば、将
来的な展望が広がる

7 43 評価においては、以下のような趣旨を考慮すべき。 御意⾒に関しては、河川や流域の特性に応じ、治⽔対策案を評価す
・⽬標を上回る洪⽔の被害検証結果を公開する場合には、市⺠の不
安をあおらないように配慮すべき

る際に参考となる場合があると考えています。

・安全・安⼼な国⼟の実現は、５０年・１００年という⻑期的な視
点での検討が重要である
・整備計画期間内に流域の安全度がどのように確保されるかを考慮
すべき
・被害が頻発し早急な対策が求められる地域については、各治⽔対
策案の対策⼿順を想定した上で、５年毎に想定される効果を明らか
にすべき
・都市部では河川⽔位の上昇によって内⽔排⽔が困難となる場合が
あるので、内⽔氾濫への影響も検討すべき
・被害が頻発し早急な対策が求められる流域と予防的な対策をして
いる流域では、治⽔対策を進める緊急性が異なる
・治⽔代替案の早期完了が想定される場合には、治⽔効果の早期発
現によって軽減される氾濫被害額を便益として反映すべき
・ダムは完成するまでに⻑期間かかると思われているが、実際には
早期に完成したダムも多いのではないか
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7 43 ・実際の洪⽔時に、期待された治⽔施設がきちんと治⽔効果を発現
するかどうかを考慮すべき
・ダム事業による地すべり等の発⽣の可能性を考慮すべき
・過去の経緯と相反する治⽔代替案では、地域社会が⾏政に対して
不信感を持つ懸念がある
・「その他の関係者との調整の⾒通しはどうか」の「その他の関係
者」には、橋梁管理者も含まれることを考慮すべき
・完成⽬前の事業には優位性がある
・個別ダムの進捗状況の適切な把握は重要であり、既に関係者との
合意形成がなされているダム事業は実現性を⾼く評価すべき
・他事業の管理者との調整の⾒通しは、⼀定期間内で調整可能かど
うかを検討すべき
・他事業の管理者との調整の⾒通しは、河川整備計画の期間内で調
整可能かどうかを判断すべき
・低コストで確実に管理することは容易でないことから、事業完了
後の管理体制や費⽤負担にも考慮すべき
・設計時に⼯夫をすれば、柔軟性を確保することが可能となる。例
えば、流⽔型ダムの洪⽔吐きをゲート付きにすれば、下流河道整備
状況や将来的な⽔⽂条件の変化に対応した洪⽔調節仕様への変更が
可能となる
・「地域間の利害の衡平への配慮がなされているか」については、
地域の位置関係のみならず、地勢や歴史・社会的な活動から総合的
に検討すべき
・「地域社会への影響」の観点に、ダム建設に伴う⼯事⽤道路が地
域発展に期待される場合がある
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7 43 ・ダムによる観光の効果が、予想どおり発揮されないことも考えら
れる
・ダム以外の治⽔対策案では、⾃然河川に活かした良好な景観や、
エコツーリズムによる経済効果が期待できる
・完成後のダムを観光⾯で有効利⽤できるかについて検討すべき
・現状の⾃然環境について調査を⾏い、特徴等を明らかにすること
が重要である
・付替道路等による利便性の向上や河川流量の平準化など、治⽔効
果以外の付加的な効果がある
・治⽔対策として整備する施設を、治⽔以外の有効利⽤の可能性か
ら検討するときは、関係地⽅公共団体と協議すべき
・地域振興に対する効果については、地域にもたらす正の⾯だけで
なく、⾃然を活かすことができなくなるといった負の⾯がある
・⽔量・⽔質の変化を把握し、⼤きな変化が⾒られる場合には対策
を検討すべき
・ダムの堆砂は重要な課題であり、⼟砂流動について検討すべき
・治⽔対策による効果は⼀般の⽅々にわかりやすい形で⽰すべき
・各評価軸による評価は各河川によって異なると考えられる
・治⽔対策案の評価に当たっては、⼈⼝、資産の集積状況やそれら
を踏まえた安全性の確保など、流域特性を考慮すべき
・⽤地補償は、ダムのみならず、他の⽅策でも必要となる可能性が
あることに留意すべき
・「景観、⼈と⾃然との豊かな触れ合いにどのようない影響がある
か」という観点も評価する上で重要であることに留意すべき
・公共事業には地域経済を活性化する効果があることを考慮すべき
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7 43 ・「段階的にどのように安全度が確保されていくのか」や「どの範
囲でどのような安全度が確保されていくのか」という観点も評価す
る上で重要であることに留意すべき
・ソフト対策を含めて流域での治⽔対策を進めることが重要である
ことに留意すべき
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第８章 利水等の観点からの検討

8 1 治⽔の⾒直しで、利⽔の観点からの検討を⾏うことは必要か。 多⽬的ダム事業は、河川管理者が⾏う治⽔事業と、利⽔参画者が⾏
う利⽔事業の共同事業という性格を有し、治⽔事業のみ分離して評
価を⾏うことが適切でないと考えられるため、利⽔事業について
も、新たな評価軸で検討を⾏うこととしています。この趣旨を利⽔
参画者にも⼗分理解いただき、検討に協⼒いただくことが重要であ
ると考えています。

8 2 治⽔と並んで利⽔の観点からの検討を⾏うことは妥当である。 同上
8 3 第８章における発電利⽔の位置付けを明確にすべき。 発電については、その性格上、上⽔道等と同様な⼿法で代替案を⽴

案し、評価を⾏うのは適当ではないため、発電のための専⽤容量を
有するダムにおいては、「新規利⽔」ではなく、「その他の⽬的に
応じた検討」の中で検討を⾏うこととしますが、発電専⽤容量を持
たない従属発電については、新規利⽔対策案の評価において、例え
ば、発電を⽬的として事業に参画している者への影響の程度につい
て評価することとします。
なお、このような 考え⽅を踏まえ修⽂することとします。

8 4 利⽔参画者には過度の負担を強いるのは不適当である。
・利⽔代替案の検討では、施設設計や導⽔・送⽔施設の検討が必要
になるが、ここまですることが必要か。

利⽔参画者において対応が可能な範囲で検討等を⾏っていただくよ
う要請するものと承知しています。

8 5 利⽔参画者が⾏う検討、確認等のための費⽤を負担する者を⽰すべ
き。

同上

8 6 利⽔代替案の実施のための費⽤を負担する者を⽰すべき。 利⽔代替案の実施に当たっては、実施する⽅策に応じて、関係法令
等に基づき、費⽤を負担することとなると承知しています。
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8 7 今回のダム検証の「再評価」と個別利⽔事業の「事業評価」の関係
を⽰すべき。

事業の再評価は治⽔事業、利⽔事業それぞれの実施要領に基づきそ
れぞれで⾏うこととなっています。今回の個別ダムの検証は治⽔事
業としての再評価で⾏います。これまでのダム事業評価において
も、関連事業との整合の視点で、利⽔参画者の事業参画継続の意思
の確認が評価要素の⼀つとなってきたところであり、今回の個別ダ
ムの検証においても同様だと考えています。

8 8 利⽔の各⽬的（上⽔、⼯⽔、農⽔）にあった検討をすべき。 今回の検討においては、必要量の確認作業等、各⽬的に応じた検討
を⾏うこととなると考えています。

8 9 ⽔需要予測について、厳格な検証を⾏うべき。 検討主体は、利⽔参画者に対し、ダム事業参画継続の意思がある
か、開発量として何m3/sが必要か、また、必要に応じ、利⽔参画
者において⽔需給計画の点検・確認を⾏うよう要請することとして
おり、その上で、検討主体において、例えば、上⽔であれば⼈⼝動
態の推計など必要量の算出が妥当に⾏われているかを確認すること
としています。

8 10 以下のように、既に⽔需給について確認しており検証は不要であ
る。
・⽔資源開発基本計画の策定、変更
・各省庁における事業評価
・利⽔参画者による適時の点検・確認

検討主体は、利⽔事業に関する事業評価等についての情報を提供す
るよう利⽔参画者に要請し、必要に応じ、これらの情報を参考にし
た上で、意⾒番号（８－９）で述べたような要請、検討等を進める
こととなると承知しています。

8 11 ⽔資源開発基本計画の利⽔安全度への対策について⽰すべき。 今回の検証は⽔資源開発基本計画の対策について⾏うのではなく、
利⽔参画者に対し、ダム事業参画継続の意思があるか、開発量とし
て何m3/sが必要か、また、必要に応じ、利⽔参画者において⽔需
給計画の点検・確認を⾏うよう要請すること等により⾏うこととし
ています。
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8 12 ⽔は絶対⽋かせないものと考えるべき。
・１０年に⼀度の渇⽔に備えればよいということではなく、より厳
しい渇⽔に備える必要があるのではないか

利⽔対策案は、利⽔参画者に対して確認した必要な開発量を確認の
上、その量を確保することを基本として⽴案することとしていま
す。

8 13 将来の⼈⼝動態を踏まえ、⻑期的視野を持って検討すべき。
・今後は⼈⼝減少が予測されている

検討主体は、利⽔参画者に対し、ダム事業参画継続の意思がある
か、開発量として何m3/sが必要か、また、必要に応じ、利⽔参画
者において⽔需給計画の点検・確認を⾏うよう要請することとして
おり、その上で、検討主体において、例えば、上⽔であれば⼈⼝動
態の推計など必要量の算出が妥当に⾏われているかを確認すること
としています。

8 14 将来の気候変化等を踏まえ、⻑期的視野を持って検討すべき。
・気候変化による無降⾬期間の増加や渇⽔流量の減少が予測されて
いる

地球温暖化に伴う気候変化によって⼤規模な渇⽔の発⽣等が懸念さ
れており、予測の⾼度化を含めて調査研究を推進し、適応策への反
映を検討することは重要な課題であると考えています。
なお、今回の個別ダムの検証においては、できる限り最新のデータ
や技術的知⾒を⽤いて検討を⾏うこととしています。

8 15 利⽔代替案は、検討主体において検討すべき。 検討主体は、ダム事業者や⽔利使⽤許可権者として有している情報
に基づき可能な範囲で代替案を検討することとしています。

8 16 河川管理者には、⽔利使⽤の許可の権限があるのだから、利⽔参画
者が⽔需要計画の点検・確認を⾏わない場合には、点検・確認を⾏
うよう強⼒に要請することを検討主体に義務づけるべき。

多⽬的ダム事業は、河川管理者が⾏う治⽔事業と、利⽔参画者が⾏
う利⽔事業の共同事業という性格を有し、治⽔事業のみ分離して評
価を⾏うことが適切でないと考えられるため、利⽔事業について
も、評価軸を新たなものとした上で検討を⾏うこととしています。
この趣旨を利⽔参画者にも⼗分理解いただき、検討に協⼒いただく
ことが重要であると考えています。

8 17 複数の利⽔参画者がいる場合、代替案の検討は、各利⽔参画者で⾏
うか、全利⽔参画者で⾏うかを⽰すべき。

利⽔参画者による検討⽅法については、地域の実情に応じて実施さ
れるべきであり、⼀律にお⽰しすることは適当でないと考えていま
す。
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8 18 検討主体と利⽔参画者の役割分担を⽰すべき。 検討主体と利⽔参画者がそれぞれの役割に応じて検討等を実施する
内容については、第８章８．１で記載しています。

8 19 検討に当たっては、利⽔参画者の意⾒を強く反映すべき。 利⽔参画者に対し、検討の主要な段階で意⾒聴取等を⾏いつつ検討
を進めることとしています。

8 20 利⽔参画者がダム事業参画継続の判断をするために、あらかじめ利
⽔対策案の実現性について⽰すべき。

第８章の８．３利⽔に関する評価軸で実現性について評価すること
としています。
なお、利⽔対策案については、利⽔参画者に提⽰し、意⾒聴取を⾏
うこととしています。

8 21 利⽔参画者等への意⾒聴取の⽅法を⽰すべき。 利⽔参画者等への意⾒聴取等の⽅法については、地域の実情に応じ
て対応されるべきであり、⼀律にお⽰しすることは適当でないと考
えています。

8 22 利⽔の観点からの検討に当たっては、幅広い関係者から意⾒を聴く
べき。

利⽔対策案を利⽔参画者等に提⽰し、意⾒聴取を⾏うこととしてい
ます。また、検証に係る検討に当たっては、パブリックコメントを
⾏うこと、関係住⺠の意⾒を聴くこととしています。

8 23 利⽔参画者が⾏う必要な開発量の確認は、ダム反対運動の住⺠団体
が加わった上で⾏うべき。

地域の意向を⼗分に反映するための措置を講じることが重要であ
り、パブリックコメントを⾏うこと、関係住⺠の意⾒を聴くことと
しています。

8 24 ダム事業者だけでなく、専⾨家による検討が必要ではないか。 検証に係る検討に当たっては、学識経験を有する者の意⾒を聴くこ
ととしています。

8 25 利⽔対策案の検討を⾏う場合、現⾏計画と同じ安全度を確保するこ
とを基本とすべき。

利⽔対策案は、利⽔参画者に対して確認した必要な開発量を確認の
上、その量を確保することを基本として⽴案することとしていま
す。

8 26 利⽔対策案は、どのような安全度を確保することを基本として⽴案
するのか⽰すべき。

同上

8 27 利⽔の観点からの検討においても治⽔と同様に複数の利⽔対策案を
⽴案し評価すべき。

利⽔等の観点からの検討においても、幅広い⽅策を組み合わせて複
数の利⽔対策案を⽴案する必要があると考えています。
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8 28 利⽔についてダムのみで評価するのは不適当である。
・他の⽔源開発と組み合わせて段階的効果を出すため

利⽔等の観点からの検討においても、単⼀の⽅策だけではなく幅広
い⽅策を組み合わせて⽴案することとしています。

8 29 実現性や効果の⾯から以下のようなものは代替案として不適当であ
る。
・河道外貯留施設（貯⽔池）
・利⽔単独ダム
・ダム再開発（かさ上げ・掘削）
・他⽤途ダム容量の買い上げ
・地下⽔取⽔
・海⽔淡⽔化
・⽔源林の保全
・ダム使⽤権等の振替
・⼀時的な⽔量確保にしかならない代替案
・効果が定量的に⽴証されていない代替案

各利⽔代替案は、単⼀の⽅策ではなく幅広い⽅策を組み合わせて⽴
案することとしています。この場合、各⽅策の効果は、河川や流域
によって異なり、河川や流域の特性に応じた利⽔代替案を⽴案する
ことが重要であると考えています。
なお、概略評価段階で極めて実現性が低いと考えられる案や効果が
極めて⼩さいと考えられる案は棄却することとなると考えていま
す。

8 30 利⽔対策の⽅策を以下のように分類すべき。
・「標準的な利⽔対策」「地域によって有利な利⽔対策」「将来的
な利⽔対策及び危機管理的な対策」の３分類化

利⽔対策の⽅策の分類についての御提案をいただきましたが、厳密
に分類を⾏うことは困難であると考えています。
なお、第８章において各⽅策の概要等を記述するとともに、「効果
の定量性」について整理して記述しています。

8 31 効果を定量的に⾒込むことができない代替案については、具体的な
評価⼿法を⽰すべき。

本中間とりまとめは、個別ダム検証を進めるに当たっての⼿順や⼿
法をお⽰ししていますが、具体的な検討の際には、河川や流域の特
性に応じ、各検討主体が有する技術的知⾒を⽤いて適切に検討を⾏
うことが重要であると考えています。
なお、検討の⼿順や⼿法に関して、検討主体で検討が進められてい
く過程で出てくる様々な疑問に対して、対応していく体制を整える
ことが必要であると考えています。
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8 32 以下のような⽅策を推進すべき。
・ため池
・既得⽔利の合理化・転⽤

８．２でお⽰しした⽅策を組み合わせて⽴案した利⽔対策案を、河
川や流域の特性に応じ、８．３でお⽰しした評価軸で評価すること
としています。

8 33 利⽔⽅策の代替案として以下のようなものを加えるべき。
・地下ダム
・地下空間ダム
・既設空洞の有効活⽤
・上⽔道の漏⽔対策
・貯留槽の強化
・ダムの統合運⽤
・暫定⽔利権の安定化

利⽔代替案については、第８章の８．２利⽔代替案でお⽰しするも
のを参考にして検討することとしており、河川や流域の特性に応
じ、これら以外の⽅策も組み合わせて検討を⾏うことは可能である
と考えています。

8 34 良好な⽔質の⽤⽔を確保するためダムから直接取⽔すべき。 ⼀般に、ダムで開発した⽔をどこで取⽔するかについては、給⽔区
域との位置関係等から決まるものであり、河川や流域の状況に応じ
て検討されることとなると考えています。

8 35 ダム再開発の「掘削」は「堆砂除去」を意味するのか⽰すべき。 ダム再開発における掘削とは、堆砂の除去に加えて、掘削すること
により新たに利⽔容量を確保する場合もあると考えられます。

8 36 ダムの有効活⽤においては、既設⽔⼒発電のＣＯ２削減効果につい
て考慮すべき。

８．３の（６）環境への影響の「●ＣＯ２排出負荷量はどう変わる
か」において、⽔⼒発電⽤ダム容量の買い上げは⽕⼒発電の増強を
要することを例⽰しています。

8 37 ８．２の（８）他⽤途ダム容量の買い上げは「既存のダムの発電容
量や治⽔容量を買い上げて利⽔容量とする」を「既存のダムの治⽔
容量を買い上げて利⽔容量とする」と修⽂すべき。
・発電容量も利⽔容量である

御意⾒を踏まえて修⽂します。

8 38 発電容量の買い上げは慎重に検討すべき。
・⽔⼒発電は、純国産、ＣＯ２フリーの再⽣可能エネルギーであ
り、エネルギー政策上重要である

利⽔代替案の検討に当たっては、関係する河川使⽤者との調整の⾒
通しをできる限り明らかにすることとしています。また、補償が必
要な場合はその費⽤を⾒込むことになると承知しています。
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8 39 ⽔利権の⾒直しを適切に⾏うべき。
・農地⾯積の減少を反映すべき

利⽔代替案の検討に当たっては、ダム使⽤権等の振替や既得⽔利の
合理化・転⽤のような⽅策も含めて検討することとしています。

8 40 利⽔に関する評価に以下のような観点を加えるべき。
・検証対象ダム事業を予定⽔源とする⽔道、かんがい等の関連事業
の進捗状況
・国策としての中⻑期の利⽔計画
・国際的な⽔確保のアドバンテージ
・将来の安全度
・地下⽔汚染
・不可逆的な環境への影響
・不可逆的な地域社会への影響
・渇⽔時のダメージポテンシャル
・危機管理
・渇⽔頻度
・⽼朽化⽤⽔路からの漏⽔
・⽤途間転⽤等における河川管理者の意向
・海域への影響
・関係省庁の計画との整合
・エコツーリズムへの影響
・農業⽤⽔の地域⽤⽔としての機能

御意⾒に関しては、河川や流域の特性に応じ、利⽔代替案を評価す
る際に参考となる場合があると考えています。

8 41 「ダムは完成するまでは効果を発現せず」は修⽂すべき。
・ダムは完成しなくても暫定⽔利権により効果を発揮する場合があ
る

⽔需要が増⼤し緊急に取⽔することが社会的に強く要請されている
場合、ダムの建設中に、暫定⽔利権が許可されるという⾯はありま
すが、あくまで暫定的なものであり、ここでは施設の供⽤開始によ
る恒久的な効果の発現について記述しています。

8 42 ⾷糧⾃給率向上のための計画に基づきかんがい⽤⽔には⼗分な余裕
を⾒込むべき。

利⽔に関する評価軸のうち、⽬標に関しては、各種計画との整合等
の観点で適宜評価することとしています。
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8 43 多⽬的ダムの場合に、利⽔分のコストは残事業費に負担割合を乗じ
て算出するのか⽰すべき。

多⽬的ダムを評価する場合のコストについては、残事業費に当該⽬
的の負担割合を乗じて算出したものを基本として検討することとな
ると考えています。

8 44 その他の費⽤として利⽔者が独⾃に必要となる費⽤も含まれること
を⽰すべき。
・新規配⽔施設など

既に整備済みの利⽔専⽤施設を活⽤できるか確認し、活⽤すること
が困難な場合には、新たに整備する施設のコストや不要となる施設
の処理に係るコストを⾒込むこととしています。
なお、このことについては８．３（２）コストの「なお」以下に記
述しています。

8 45 評価軸「コスト」にいう、「完成までに要する費⽤」として、どの
ようなものを⾒込むのかを⽰すべき。
・地盤沈下への影響、環境への負荷等を⾒込むべき

「完成までに要する費⽤」には、各⽅策の特徴、河川や流域の特性
に応じ、各⽅策を実施する上で必要と考えられる費⽤を検討して⾒
込むものと考えています。例えば、当該⽅策を実施することによっ
て環境に影響を与えることが明らかであり、その影響を緩和する対
策を講じることが適当と考えられるような場合には、その対策に要
する費⽤も⾒込むものと考えています。
なお、「コスト」という語句は効果や影響を含んで使われるような
場合がありますが、今回の検討に当たっては、例えば、「地盤沈下
への影響」、「環境への負荷」については「環境への影響」等の評
価軸で評価することができると考えています。

8 46 関係する河川使⽤者には、漁業関係者を含むべき。 当該部分は、関係する河川使⽤者として、⽔利⽤に関して河川に権
利を有する者⼜は許可を受けた者を想定して記述しています。

8 47 その他関係者には漁業関係者を含むべき。 当該部分は、その他の関係者の例をあげて記述しているものであ
り、検証に係る検討に当たっては、漁業関係者が想定される場合も
あると考えられます。

8 48 評価軸について治⽔と利⽔で記載が異なっており同⼀とすべき。
・事業地及びその周辺への影響はどの程度か
・景観、⼈と⾃然との豊かな触れ合いにどのような影響があるか

御意⾒を踏まえ、治⽔と利⽔で同⼀とすべき評価軸について修⽂し
ます。
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8 49 ８．３の（６）環境の影響に⽔⼒発電のＣＯ２削減効果について加
えるべき。

８．３の（６）環境への影響の「●ＣＯ２排出負荷量はどう変わる
か」において、⽔⼒発電⽤ダム容量の買い上げは⽕⼒発電の増強を
要することを例⽰しています。

8 50 「⽔⼒発電⽤ダム容量の買い上げは⽕⼒発電の増強を要する」につ
いては必ずそのようになるとは限らない。

御意⾒を踏まえて修⽂します。

8 51 利⽔代替案の実施に当たっての⼿続きを⽰すべき。
・ダム使⽤権等の振替

利⽔代替案の実施に当たっては、実施する⽅策に応じて、関係法令
等に基づき、⼿続きが進められることになると承知しています。

8 52 利⽔の観点からの検討を進めるに当たり、利⽔関係省庁と調整を図
るべき。

関係省庁には、必要に応じて、国⼟交通省から実務的に情報が提供
されるものと承知しています。
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第９章 総合的な評価の考え方

9 1 あらゆる⾯を総合的に評価し、判断する趣旨が記述されており妥当
である。

今回の個別ダムの検証に当たっては、総合的な評価を⾏うことが重
要であると考えています。

9 2 総合的な評価は、各評価軸の評点⽅式を取り⼊れるべき。 ⽬的別の総合評価を⾏う考え⽅として、何らかの⼿法で各評価軸に
よる評価を点数化し、各評価軸に配点を与えて、それらを総和した
点数によって治⽔対策案の優劣を評価する⽅法が考えられますが、
現代の社会においては価値観が多様化しており、このような配点を
設定すること等は困難であると考えています。

9 3 定量的な評価と定性的な評価の⽐較評価⼿法を明確にすべき。 定量的な評価と定性的な評価を⽐較するのではなく、これらを⽬的
別に総合評価することとしています。その旨は、第９章で記載して
います。

9 4 コストではなく、安全度を最も重視すべき。 ⼀定の「安全度」を確保することを基本として、「コスト」を最も
重視することとしています。
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9 5 総合的な評価を⾏う場合は、コスト以外に以下のようなものを重視
すべき。
・実現性
・事業の緊急性
・地域社会への影響
・関係者の合意形成
・時間軸
・各対策の効果発現までの時間的損失
・効果発現の期間（河川整備計画の計画対象期間内かどうか）
・持続可能な開発の概念
・様々な降⾬に対する確実な効果の発揮
・様々な規模の洪⽔に対する被害軽減効果
・早期の治⽔効果の発現
・ダムのマイナス⾯
・品質
・治⽔対策案による安全性の差異
・⼈命
・地域の⾃然的、社会的条件のもとでの適切性
・⾃然や環境、地域における価値観

⽬的別の総合評価については、⼀定の安全度を確保することを基本
として、コストを最も重視し、時間的な観点から⾒た実現性を確認
し、さらに、最終的には、第７章でお⽰しする全ての評価軸により
総合的に評価することとしており、この段階で全ての評価結果が反
映されるものと考えています。また、このような考え⽅によらず
に、特に重視する評価軸により評価を⾏う場合等は、その理由を明
⽰した上で⾏うことができることとしています。

9 6 コストのみを重視することは不適当である。
・コストのみを重視すると画⼀的な判断となる場合がある
・コストとコスト以外の評価軸をどのように考えて評価すればよい
か

同上

9 7 ①の「「安全度」を…前提として」は「「安全度」を基本として」
と修⽂すべき。

御意⾒を踏まえて修⽂します。
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9 8 ①の「「コスト」は完成するまでに要する費⽤のみでなく、維持管
理に要する費⽤等も評価する。」に「ダム中⽌に伴って発⽣する費
⽤」を加えるべき。

９章の①の「コスト」は完成までに要する費⽤のみでなく、維持管
理に要する費⽤等も評価することとしており、この「等」には、
「ダム中⽌に伴って発⽣する費⽤」が⼊る場合があると考えていま
す。

9 9 ②の「時間的な観点から⾒た実現性の確認」に、早期により⾼い効
果を発現するかという観点を加えるべき。

⽬的別の総合評価を⾏うに当たっては、第７章（１）安全度（被害
軽減効果）において、段階的にどのように安全度が確保されていく
のかを明らかにすることとしています。

9 10 総合的な評価において、ダムを中⽌した場合と継続した場合のコス
トを⽐較し、より安価であることを評価すべき。

第７章 （２）コストにおいて、ダム中⽌に伴って発⽣する費⽤等を
含めて評価することとしています。
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第１０章 検討結果の報告等

10 1 国⼟交通⼤⾂は検討主体からの検討結果を最⼤限尊重すべき。
・関係機関、関係住⺠、事業評価監視委員会等の意⾒を聴いた上で
の判断は地域の総意と⾔える

国⼟交通⼤⾂は、直轄ダム及び⽔機構ダムについては、検討主体が
提出する対応⽅針（案）に検討を加え、当該ダムの対応⽅針を決定
します。補助ダムについては、対応⽅針を決定するのは検討主体で
あり、国⼟交通⼤⾂は、対応⽅針及びその理由を踏まえ、当該ダム
の補助⾦交付等に係る対応⽅針を決定します。国⼟交通⼤⾂は、判
断の決定理由、結論に⾄った経緯、判断の根拠等とともに公表する
こととしています。

10 2 再検討を指⽰・要請する場合の基準を⽰すべき。 国⼟交通⼤⾂が再検討の指⽰⼜は要請を⾏うのは、第３章の３．３
から第１０章の１０．１でお⽰しする⼿順や⼿法から乖離した検討
が⾏われたと判断される場合であると承知しています。

10 3 再検討を指⽰・要請する際は、検討不⾜の点、必要な内容などを⽰
すべき。
・地域や関係者から迅速な検証が求められているなか、再検討の要
請の繰り返しを回避する

国⼟交通⼤⾂が再検討の指⽰⼜は要請を⾏う際には、再検討が必要
な理由等をお⽰しすることとなると考えています。

10 4 有識者会議がチェックを⾏うことは不適当である。
・検証主体が制度上の枠組みに基づき責任を持って検討を⾏うこと
となっている
・あえて有識者会議がチェックを⾏う仕組みは不適当である

検討結果の報告を受けた後、有識者会議は国⼟交通⼤⾂に意⾒を述
べますが、最終的に判断するのは国⼟交通⼤⾂であると承知してい
ます。

10 5 有識者会議の意⾒を尊重すべき。
・専⾨的な意⾒が重要である

同上

10 6 有識者会議は、国⼟交通⼤⾂に意⾒を答申する前に「関係地⽅公共
団体からなる検討の場」から意⾒を聴取すべき。

検討の過程で関係地⽅公共団体の⻑の意⾒を聴き、その結果を報告
書に記載することとしており、当有識者会議が改めて意⾒を聴くこ
とは想定していません。

10 7 国⼟交通⼤⾂は最終判断にあたり、有識者会議ではなく外部の専⾨
家を含め公開の場で検討する場を設けるべき。

学識経験を有する者の意⾒は、検討主体が、各ダムの検証に係る検
討の過程で聴くこととしています。
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10 8 有識者会議に市⺠団体などが推薦する専⾨家を加えるべき。 有識者会議の委員については、国⼟交通⼤⾂が選定したと承知して
います。

10 9 国⼟交通⼤⾂の⽴場は何か。政治的な私⾒が⼊るべきでない。 国⼟交通⼤⾂は、国家⾏政組織法等に基づき⾏政機関の⻑として国
⼟交通省の事務を統括するとともに、河川法等の関係法令に基づく
権限や責任を有していると承知しています。

10 10 国⼟交通⼤⾂の判断については、概算要求時に限ることなく⾏い、
速やかに予算措置を講じるべき。

御意⾒を踏まえて修⽂します。

10 11 ダムを中⽌する場合は、中⽌の理由、中⽌の場合の事後措置を⽰す
べき。

国⼟交通⼤⾂は、判断の結果を、判断の決定理由、結論に⾄った経
緯、判断の根拠等とともに公表することとしています。

10 12 ダム以外の⼿法になった場合も中⽌ではなく事業凍結或いは事業延
期とし、将来に可能性を残すべき。

今回の個別ダムの検証においては、当該ダム事業の継続の⽅針（必
要に応じて事業⼿法、施設規模等内容の⾒直し及び配慮すべき事項
を含む。）⼜は中⽌の⽅針（中⽌に伴う事後措置を含む。）を決定
することとしています。

10 13 国⼟交通⼤⾂は、判断に応じて必要となる法令に基づく⼿続きを⽰
すべき。
・河川整備計画の変更や基本計画の廃⽌等には、関係地⽅公共団体
の⻑との協議、意⾒聴取、議会の議決等が必要である

検証は検証対象ダム事業の対応⽅針等について判断するものであ
り、判断の結果に応じ、計画の変更や廃⽌等を⾏う場合には、各法
令に基づき意⾒聴取等の⼿続きを⾏うこととなると承知していま
す。
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別添資料

別 1 ⽤地補償について実質的に合意に⾄っているダムについては、平成
２２年４⽉１⽇時点の段階の欄の「調査・地元説明」は「⽤地買
収」と修正すべき。

⽤地補償の契約を⾏っていない段階のダムについては、「調査・地
元説明」と整理されていると承知しています。

別 2
検証対象ダムの段階は、個別のダムの状況を評価すべき。 別添資料１では、ダムを事業の進捗状況に応じて、調査・地元説

明、⽤地買収、⽣活再建⼯事、転流⼯⼯事の各段階に整理されてい
ると承知しています。
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中間とりまとめの内容以外に関する御意見

中 1 検証終了後の国の予算措置の考え⽅を⽰すべき。 検証後の各事業の国の予算については、各年度における予算の状況
及び全国的観点から⾒た各事業の緊急性、重要性等により措置され
るものと承知しています。

中 2 代替案については、国の責任で実施すべき。 治⽔対策案等の実施に当たっては、実施する⽅策等に応じて、関係
法令等に基づき、進められることとなると承知しています。

中 3 ダム事業は１０年に１度の⾒直しをすべき。 現⾏の事業評価制度において、事業採択後⼀定期間を経過した後も
未着⼯である事業、事業採択後⻑期間が経過している事業等につい
ては、再評価を⾏うこととなっていると承知しています。

中 4 今回の検証後に基本計画が変更されるダムは、事業中⽌の措置をと
るべき。

検証後に基本計画が変更されることのみの理由で、⼀律に中⽌する
ことは適当ではないと考えています。

中 5 個別ダムの継続の要望に関する御意⾒
中 6 個別ダムの中⽌の要望に関する御意⾒
中 7 個別ダムを中⽌する⽅針への批判に関する御意⾒
中 8 個別ダムの⽣活再建の促進や⽔没地域の住⺠への配慮への要望に関

する御意⾒
中 9 国の予算措置の要望に関する御意⾒
中 10 個別河川の整備促進の要望に関する御意⾒
中 11 ダムを中⽌する場合の地域再⽣の要望に関する御意⾒
中 12 地⽅整備局等のこれまでの対応への批判に関する御意⾒
中 13 環境保全に取り組む地⽅公共団体の評価への要望に関する御意⾒
中 14 個別の商品の利⽤の希望に関する御意⾒
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       ※１　本表は、意見募集等で頂いた御意見のうち、主なものをとりまとめて整理しており、全ての御意見を網羅的には記載していません。
　　　 ※２　頂いた御意見は「中間とりまとめ」の章別に分類するとともに、できる限り同じ趣旨の意見をまとめて整理しています。このため、御意見を頂いた章とは
　　　　　　 別の章で整理している場合があります。主なものとしては、次のとおりです。
　　　　　　 ・第１章以外の記述に対して頂いた御意見のうち、「今後の治水対策のあり方」に関連する御意見については、第１章において整理している場合がありま
             　す。
　　　　　　 ・第２章の記述に対して頂いた御意見のうち、第３章以降の記述に対して頂いた御意見と同じ趣旨の御意見については、第３章以降において整理している
   　　　　　　場合があります。
　　　　     ・第８章の記述に対して頂いた御意見のうち、第５章、第７章等の記述に対して頂いた御意見と同じ趣旨の御意見については、第５章、第７章等において
               整理している場合があります。
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